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新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会 

（平成 30 年度第１回） 
 

１ 出席者 

＜委  員＞ 

 小山 幸司  三菱重工業株式会社パワードメイン原子力事業部機器設計部部長代理 

佐藤  暁  株式会社マスター・パワー・アソシエーツ取締役副社長 

鈴木 雅秀  長岡技術科学大学大学院工学研究科特任教授 

鈴木 元衛  元日本原子力研究開発機構安全研究センター研究主幹 

立崎 英夫  量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所被ばく医療センターセンター長 

 立石 雅昭  新潟大学名誉教授 

中島  健  京都大学複合原子力科学研究所副所長 

橋爪 秀利    東北大学大学院工学研究科教授 

原  利昭  新潟大学名誉教授、新潟工科大学名誉教授 

藤澤 延行  新潟大学自然科学系（工学部）教授 

山崎 晴雄    首都大学東京名誉教授 

 山内 康英  多摩大学情報社会学研究所教授 

 

＜原子力規制庁＞ 

 田口 達也  原子力規制企画課企画官  

小山田 巧  実用炉審査部門安全規制調整官  

川﨑 憲二  実用炉審査部門安全管理調査官  

内藤 浩行  地震・津波審査部門安全管理調査官  

江嵜  順一  地震・津波審査部門企画調査官  

 

＜東京電力 HD＞ 

 山本 正之  原子力設備管理部長 

 村野 兼司  原子力運営管理部長 

 橘田 昌哉  新潟本社代表 

 設楽  親  柏崎刈羽原子力発電所長 

太田   武  柏崎刈羽原子力発電所 原子力安全センター所長 

 小森 明生  元フェロー 

 

２ 日 時 

 平成 30 年５月 18 日(金) 10:30～15:30（公開で実施） 

 

３ 場 所 

 新潟県商工会館７階大会議室 
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４ 議  題 

（１） 柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の適合性審査について 

（２） その他 

 

５ 報  告 

（１）東京電力 HD・新潟県合同検証委員会の検証結果報告書について  

（２）その他 

 

６ 配布資料 

資料No.1-1 柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉に関する審査の概要 

資料No.1-2 

（参考資料）東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電

所の原子炉設置変更許可申請書（6号及び7号原子炉施設の変更）に関

する審査書案に対する質問回答 

資料No.1-3 
（参考資料）東京電力㈱福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた

対策について 

資料No. 2 
福島第一原子力発電所１～３号機の炉心・格納容器の状態の推定と 

未解明問題に対する検討について（委員質問への回答） 

資料No. 3 東京電力HD・新潟県合同検証委員会 検証結果報告書（概要版） 

資料No. 4 
柏崎刈羽原子力発電所における防火壁貫通部の防火処置未実施 

について（前回ご質問回答と再調査等の実施状況）※配布のみ 

 

（参考資料）東京電力 HD 株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書 

（６号・７号）に関する審査書  

（参考資料）東京電力 HD・新潟県合同検証委員会検証結果報告書 

 

７ 質疑等 

 

（熊倉防災局長） 

 皆さん、おはようございます。本日はお忙しい中、平成３０年度第１回新潟県原子力発

電所の安全管理に関する技術委員会にご出席いただきまして、まことにありがとうござい

ます。この４月から新潟県防災局長を務めております熊倉と申します。よろしくお願いい

たします。 

 さて、皆様、すでにご承知のとおり、昨年１２月２７日、原子力規制委員会におきまし

て、柏崎刈羽原子力発電所６、７号機につきましては、新規制基準に適合しているという

審査結果書が了承され、現在は、工事計画認可等の審査が進められているという状況でご

ざいます。 

 本日は、原子力規制庁からこの審査の内容についてご説明を受けるということにしてご
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ざいます。原子力規制庁の皆様におかれましては、お忙しい中、本日、お運びいただきま

して、まことにありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 現在、新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会の皆様、福島第一原子力発電

所の事故の検証等に重点を置きながら検証していただいておりますが、まずは柏崎刈羽原

子力発電所の規制基準への適合状況についても確認いただきたいと考えてございます。ま

た、本日の朝、東京電力ホールディングス・新潟県合同検証委員会の山内委員長からメル

トダウン公表の遅れなどにつきましての検証結果の報告書をいただきました。山内先生、

大変ありがとうございました。この検証委員会は、非常に長い時間にわたって、また幅広

く東京電力ホールディングスのヒアリング、アンケート等の調査に基づいて検証していた

だきまして、炉心溶融の問題、定義等、非常に大きな成果も得られてございます。これに

ついても、後ほど、委員の皆様にご報告いただくということでございますので、よろしく

お願いいたします。 

 本日は、午前、午後と非常に長時間にわたる委員会となりますが、引き続き、皆さんか

ら忌憚のないご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 次に、本日の委員会の配付資料について、次第の配付資料一覧によりご確認をお願いい

たします。不足がある場合には、事務局へお知らせ願います。 

 それでは、議事に先だちまして、本日の進め方について、事務局から説明をさせていた

だきます。 

 

（原原子力安全対策課長） 

 原子力安全対策課長の原でございます。本日はお忙しい中、ご出席いただきまして、ま

ことにありがとうございます。私から、本日の議事の進め方につきまして、ご説明申し上

げます。 

 まず、議題（１）柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の適合性審査についてですが、午前

中に原子力規制庁から適合性審査全般に対するご説明をいただきます。昼食を挟みまして、

午後から質疑応答を行います。本日は、新規制基準の妥当性を問うものではなく、原子力

規制庁の適合性審査の内容についての質疑をお願いいたします。 

 次に、議題（２）その他でございますが、前回、東京電力ホールディングスから説明を

受けました未解明問題に対する検討について、委員からご質問を頂いておりますので、東

京電力ホールディングスから回答をいただきます。 

 次に、報告となります。（１）東京電力ホールディングス・新潟県合同検証委員会の検証

結果報告書について、合同検証委員会の山内委員長からご説明をいただきます。合同検証

委員会は、メルトダウンの公表等に関して、県と東京電力ホールディングスが協力して検

証するために新たに設置した委員会ですが、山内委員長から報告書を県及び東京電力ホー

ルディングスに提出いただきましたので、その概要について説明をいただきます。 

 そのほか、東京電力ホールディングスから前回、報告があった防火壁貫通部の防火処置

未実施に関する事項について、委員質問への回答資料を配付しておりますので、ご覧いた
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だければと思います。 

 委員の皆様におかれましては、限られた時間でありますが、忌憚のないご意見をいただ

きたいと思います。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 ここからの進行は中島座長にお願いいたします。 

 

（中島座長） 

 どうもありがとうございます。 

 本日、本年度第１回の技術委員会ということで、皆様よろしくお願いいたします。 

 今、事務局から説明がありましたけれども、今日は原子力規制庁にお越しいただいて、

柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の適合性審査の結果について報告をいただくということ

でございます。これが１番目の議題ということです。 

 原子力規制庁には、この技術委員会の活動にご協力いただきまして、まことにありがと

うございます。委員を代表して御礼申し上げます。 

 早㏿、議題（１）柏崎刈羽原子力発電所６、７号機の適合性審査について、ご説明をお

願いいたします。 

 

（原子力規制庁：小山田実用炉審査部門安全規制調整官） 

 おはようございます。原子力規制庁の小山田と申します。 

 本日は、柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉に関する審査の概要についての説明の

機会を与えていただきまして、ありがとうございます。本日、原子力規制庁の原子力規制

部からの説明者を紹介させていただきます。左から田口、内藤、川崎、そして私、小山田

でございます。担当に応じまして、順番に説明させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 まず、１ページ目の目次をご覧ください。本日の説明内容でございます。「はじめに」と

いうことで、新規制基準と適合性審査について、それから柏崎の審査結果の概要を説明す

る前に、新規制基準の内容をご説明したうえで、その審査結果の内容ということで説明さ

せてご説明させていただきたいと思います。 

 ３ページ目をご覧いただきますと、まず新規制基準と適合性審査についてということで、

内容を記載してございます。原子力規制委員会のほうは、東京電力福島第一原子力発電所

の教訓を踏まえまして、従来の基準から大幅に強化された新規制基準というものを策定し

てございます。これに従いまして厳格に審査を行っているということで、その申請内容が

基準に適合しているということを確認したものでございます。 

 そのほか、国内外の主な報告書によって挙げられた福島第一原子力発電所の事故に関す

る調査結果を踏まえていることについても確認し、さらにはこの審査の結果で得られた知

見については、他のプラントに反映をすべく、基準の改正ということも行っております。 

 続いて、５ページ目をご覧ください。ここに新規制基準の基本的な考え方を示してござ

います。まず、その考え方とは、ここにございますとおり、原子力発電所を運転するため
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に、さまざまな設備が必要でございますが、原子炉に悪影響を与えるような異常状態です

とか、あるいは設備の故障の発生に備えまして、「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」とい

った役割を持つ設備を用意するということが重要です。この安全を守る役割のことを安全

機能と呼んでございまして、この異常事態、あるいは事故に対処するために、そうした安

全機能を持つ設備には高い信頼性が求められます。下のほうに安全機能を持った設備の例

として、止める設備、冷やす設備、閉じ込める設備として、ここに示したようなものがご

ざいます。 

 続いて、６ページ目をご覧ください。まず、新規制基準を策定するにあたりまして、一

番重要なのが福島第一原子力発電所事故における教訓を基にするということでございます。

下の図に①から⑦まで示してございますけれども、地震により外部電源が喪失し、津波に

よって所内電源といった設備が喪失、破損したということです。それに伴いまして、冷却

ができなくなり、炉心損傷、水素発生、水素爆発というところまで至ってしまったと。こ

うした共通要因によりまして、複数の安全機能が喪失してしまったということが、一つ目

の教訓です。さらには右側にありますとおり、その後の重大事故であるシビアアクシデン

トの進展を食い止めることができなかったということが福島第一原子力発電所事故の教訓

でございます。 

 こうした教訓を踏まえまして、基準を策定する際には、従来の基準であります設計基準

ですが、こういったものに加えまして、重大事故に備えたものも基準として備えました。

従来の基準につきましても、下に書いてございますとおり、従来想定した自然現象に加え

まして、竜巻、森林火災、あるいは火山といったものを考慮しましたほか、耐震、あるい

は耐津波対策というものを強化して、プラント内部で発生する火災、あるいは溢水に対し

ても想定したうえで、そういったものを幅広く想定して、先ほど申し上げた共通要因によ

って、複数の安全機能が同時に失われないよう対策を強化したということが設計基準とい

うものでございます。それに加えまして、重大事故でございますけれども、安全機能を失

うような重大事故の発生を想定したうえで、それを防止する。その拡大を防止するという

ことが大きな考えになります。 

 細かい項目につきましては、この下のほうに記載してございます。 

 次のページ、この強化した新規制基準を従来の基準と比較したのがこちらの図でござい

まして、一番下に耐震・耐津波性能につきましては強化しましたとか、緑で記載している

ものは、従来の基準を強化したもの。あるいは項目としては自然現象の上に追加したもの

もございます。大きく上にある黄色で示したもの。下からいきますと、炉心損傷防止対策、

格納容器破損防止対策、放射性物質の拡散抑制対策がございまして、意図的な航空機衝突

への対応というものも追加してございます。 

 この新規制基準の概要を段階的に表したのがこちらの図でございまして、一番左が従来

の要求範囲でございますけれども、重大事故の発生を防止するということで、自然現象や

火災等の共通要因によって「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」といったことが複数失わ

れることを防止する対策というもの、これは重大事故を防止するための対策です。さらに

新規制基準では、重大事故の発生を想定した上でも、それが拡大しないようにということ

で、例えば、原子炉は確実に「止める」ですとか、核燃料が溶けることも防ぐ「冷やす」
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対策、放射性物質を格納容器内に「閉じ込める」対策というものを求めてございます。 

 ここまでで放射性物質が外に漏れ出てしまうような事態というのは、かなりの確率で防

げることになりますけれども、新規制基準では、さらに放射性物質の放出があった場合と

いうことも想定して、その拡散をできるだけ抑えるための対策、さらにはテロ対策という

ものやっていくものでございます。 

 次のページ、ここからが柏崎刈羽原子力発電所６号炉、７号炉の審査結果の概要につい

てのご説明でございます。まず、原子炉等規制法に基づく発電用原子炉施設に係る規制の

流れというものを示してございますけれども、真ん中に設置変更許可、工事計画認可、保

安規定変更認可というものがございますが、まずこの設置変更というのは、基本設計に係

る審査の結果。真ん中の工事計画というのは詳細設計に係るもの。一番下が運用を行う保

安規定、ここに対策審査の結果でございます。現在は一番上の設置変更、基本設計につい

ての審査が終了したというような段階でございまして、今後は、起動を挟みまして、起動

前の検査、起動後の検査を経て検査が終了するという形になります。 

 次のページで、柏崎刈羽原子力発電所の審査の経緯を示してございまして、平成２５年

７月に新規制基準が施行され、９月に東京電力株式会社から先ほど申し上げた申請が出て

まいりまして、その後、審査を行ってまいりました。なお、真ん中にございますとおり、

昨年、東京電力ホールディングス経営陣と意見交換しながら原子炉設置者としての適格性

についても審査しております。それらを踏まえまして、昨年末でございますが、１２月に

審査書を原子力規制委員会で了承しまして、許可に至ったという流れでございます。 

 次のページからは、自然現象の想定について説明しております。 

 

（原子力規制庁：内藤地震・津波審査部門安全管理調査官） 

 原子力規制庁の内藤と申します。よろしくお願いします。 

 私から、自然現象の地震の設定の考え方と津波の設定の考え方のところまで説明させて

いただきます。今、１４ページを開いておりますけれども、まずは地震ということで、設

備にどのくらいの耐震性を持たせるのかということを設計するにあたっては、発電所では、

どういう地震を想定しているのかというところが重要になりますけれども、その地震をど

うやって設定したのかというところになります。要求事項のところに書いてありますけれ

ども、地震を設定する前提として、基準地震動と呼ばれるものをどこで定めるのかという

ところ、これは解放基盤表面ということで設定をするのですけれども、それをどうやって

設定したのかということと、震源からそこまでに地震波がどういう伝播特性で増幅するの

かとか、どういう経路を伝ってくるのかということについてご説明します。 

 最初に解放基盤表面の設定ということですけれども、ポンチ絵がありますので見ていた

だきたいと思います。柏崎刈羽原子力発電所は敷地が少し広いということがあって、しか

も荒浜側と大湊側、荒浜側というのは１から４号機があって、大湊側というのは今回の評

価対象であった６、７号機、５号機があるところですけれども、少し距離が離れていると

いうところがあります。ここの部分については、ＰＳ検層という形で、地盤の㏿度やそう

いうものを検証した結果、大湊側と荒浜側で若干高さが違うということが分かってきてお

ります。その結果を踏まえて、６、７号のある敷地側では、解放基盤の設定を－１３４ｍ、
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荒浜側は１から４号機ですけれども、そちら側の敷地においては、標高－２８４ｍという

ことで、異なる形での解放基盤表面を設定したというものになっています。 

 そこに伝わってくる地震がどうなって、どういう増幅があるのかということですけれど

も、地震波の伝播特性については、東京電力ホールディングスの最初の申請は、海側と陸

域に分けて増幅特性を検証していたのですけれども、これでは少し足りないだろうという

ことで、もう少し分割をしてやってくださいということで、結果として１２方位のものに

ついて、新潟県中越沖地震も含めた敷地内で観測された地震の観測記録を用いて増幅がど

うなっているのかという分析を行っています。結果としては、二つ目の矢羽根になります

けれども、荒浜側では、Ｆ－Ｂ断層といって、新潟県中越沖地震を起こしたと言われてい

る断層ですけれども、この震源を含む敷地から南西の方向については、少し増幅特性が高

くなっている傾向があるということを確認していまして、それを踏まえて、当初の設定で

は、右のポンチ絵に書いてありますけれども、増幅特性の中心的なところに線を引いたの

ですけれども、それをカバーするような形の設定をし直して、増幅特性をよりきちんと反

映した形での地震動評価を行うということをやっております。我々としては地震観測記録

を分析して、きちんと伝播特性を評価しているということで、新基準に適合しているとい

う形で判断しております。 

 次のページは、地震動を設定するに当たっての震源をどこに考えましょうかというお話

になります。基準上では、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動というものと、震源

を特定せず策定する地震動の評価というこの二つを要求しています。敷地ごとに震源を特

定してというのは、いわゆる活断層によって発生する地震動、震源を特定せずというのは、

これまで起こった地震の中で、地震が起こるまでは、そこに活断層がないと評価していた

のにそこで起こっていたというものの地震について、過去の地震をきちんと評価したうえ

で採用してくださいというものです。 

 震源を特定して策定する地震動ですけれども、まずは活断層がどういうものがあるのか

ということについて、地質的なものも含めて、きちんと地質調査結果に基づいて、まず設

定をしています。その中で柏崎の発電所に影響が大きいと評価したものとして、Ｆ－Ｂ断

層と陸域では長岡平野西縁断層帯というものを選んでいます。右側のポンチ絵で書いてあ

りますけれども、少し小さくて申し訳ないのですけれども、Ｆ－Ｂ断層というものが②と

いうもの、長岡平野西縁断層帯というものが⑦というもの、⑦と⑦－１というものが長岡

平野西縁断層帯という形になっています。これらについて、きちんとモデルを確立させた

うえで、不確かさも含めて地震動を評価しているということです。長岡平野西縁断層帯に

つきましては、右の絵で⑧というところが下のほうにありますけれども、ここは十日町断

層帯西部と言われているものなのですけれども、ここについても連動するという形での地

震動評価を行っているというものになっています。 

 次のページは、今まで説明したような伝播特性と敷地ごとの活断層の評価、どこを震源

と考えるのかという評価をした結果としての基準地震動をどう設定したのかという結果が

ここに書いてありますけれども、大湊側という観点でいきますと、先ほど、説明しました

震源を特定せずに策定する地震動の評価もあわせて、Ｓｓを８波選んでいます。結果とし

ては、荒浜側では水平方向で最大２，３００Ｇａｌ、大湊側では水平方向で１，２０９Ｇ
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ａｌという形で設定を行っています。 

 次のページは、今、ご説明したものを応答スペクトルという形で、先ほどの数字は、こ

こで書いてあるところのいろいろ線が引いてあるのですけれども、一番左の端の０．０２

秒という周期帯なのですけれども、その数字を示したものですけれども、基準地震動とし

ては、こういった形で各周期帯、それに対して加㏿度がどのくらいになるのかという形で

示しております。こういう形できちんと特性を踏まえたうえで、基準地震動を設定してい

るということで、我々としては新規制基準に適合しているということを確認したというも

のになります。 

 次のページが、耐震設計方針というものです。今、説明しましたように、解放基盤表面

のところで基準地震動というものを定めましたけれども、それにどういった形で設計を行

っていくのかということについてお示ししたものになります。申請の概要のところに書い

てございますけれども、耐震重要度に応じてＳクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに分類して、

クラスに応じた地震動に対して十分に耐えて、安全機能が損なわれないように設計してい

る方針であるとか、浸水対策設備についても、地震動に対して機能が保持できるような設

計にするという形での設計の方針を申請の中できちんと示しており、その中身について確

認して問題がないということを我々としても安全機能が損なわれない耐震設計の方針にな

っているだろうと判断しています。 

 次のページは、３条と書いていますけれども、ここからは敷地内の断層の話になります。

敷地内の断層については、特に耐震重要設備といって安全機能の高い設備は、活動性のあ

る断層等の上に置いてはいけないということを基準上、要求しています。そのときに、ま

ずは上載地層というものがあるのかないのかという問題です。上載地層というのは、我々

が活断層等と判断する目安、判断基準というのは、十二、三万年前以降に活動がないとい

うことが判断の基準になっているのですけれども、それに対して東京電力ホールディング

スは、古安田層というのが上載地層になるということで申請をしてきていますけれども、

では古安田層というのが上載地層になるのかどうなのかということも確認した結果になっ

ています。ここに書いてありますように、一つ目の矢羽根の２行目くらいから書いていま

すけれども、古安田層の堆積年代については、評価のためのデータの拡充を求めて、その

結果として、阿多鳥浜テフラという約２４万年前の広域火山灰ですけれども、これは九州

の阿多カルデラからの火山灰になりますけれども、これが狭在することから中期更新世で

あるという形で判断をしています。その上に大湊砂層というものが小さく書かれてござい

ますけれども、これも敷地内にあるのですけれども、この部分には飯縄上樽ｃテフラとい

うことで、これも広域テフラで約１３万年前と対比されるものになるのですけれども、こ

れに対比されるようなカミングトン閃石がずっと大湊砂層の下層から分布しているという

ことで、これは後期更新世であると判断しています。 

 次のページですが、それらを使って、どのように活動性を評価したかということなので

すけれども、下にある敷地内の断層と上載地層やテフラ、火山灰の分布を簡易的に示した

ものになりますけれども、今回の申請は、大湊側ということで赤い点線で囲っているとこ

ろをまず説明させていただきますけれども、この波を打っているような形になっているの

が、古安田層とその下の西山層の境界の深さになっております。そこの部分で、西山層の



- 9 - 

中では、断層は存在していて動いているということは確認できるのですけれども、古安田

層には変形を与えていないということについて、追加調査を含めて東京電力ホールディン

グスから確認してまいりました。 

 では、この古安田層と断層の接点のところが、どの年代なのかということでございます

けれども、阿多鳥浜テフラということで、真ん中のあたりにぽちぽちとテフラの狭在する

層準のところを引いてございますけれども、みんなこの古安田層の阿多鳥浜テフラが２４

万年ですけれども、この層準を変位・変形させていないということで、十二、三万年以降

の活動性はないということについての判断を行っているというものでございます。この考

え方について、我々も妥当であると判断をしております。 

 次のページは、地盤の安定性という言い方をしておりますけれども、基礎地盤は支持力

があるかとか、地震が起こったりしたときに、傾斜がどのくらい発生するのかというもの

についての評価になります。基礎地盤のすべりや基礎の支持があって、底面の傾斜が激し

い柏崎の審査の中で論点になったのは、基礎底面の傾斜というものになります。基準上で

は、傾斜が１／２，０００を下回るということを一つの目安として設定しておりますけれ

ども、今回の６、７号炉につきましては、原子炉建屋の基礎底面の最大傾斜が、目安であ

る１／２，０００を上回るという結果が解析上、出ております。ここについては、目安で

すので上回ってはすぐだめという話ではないのですけれども、この部分については詳細設

計のときに、傾斜が発生した部分について、当然、荷重が発生してくるわけですけれども、

その荷重をきちんと考慮したうえで評価して、安全機能へ影響を及ぼさないことを確認す

るということを方針として挙げていますので、考え方としては、妥当であって、新規制基

準に適合していると判断したというものになります。  

 次のページは、基準津波の設定ですけれども、基準津波については、きちんとした設定

をしないと、また我々としても福島第一原子力発電所事故のときの最大の反省というのは、

津波の想定をきちんと設定できていなかった。そのために敷地に津波が入ってきて、共通

要因故障を起こしてしまったというところがございますので、この部分については、かな

り厳しい要求をかけております。今回の要求としては、まずは海域で津波等が起こる地震、

津波がどういうものなのかということと、あとは地震以外で海底地すべりや、海底火山の

噴火でも津波が起こりますので、そういったものをきちんと考慮しなさいということと、

あとは地震による津波とその他のものを重ね合わせして、より大きく設定を考えてくださ

いということを要求していますけれども、地震による津波については、東京電力ホールデ

ィングスは、今回、基準津波として設定したものというのは、日本海東縁部、下の図面で

書いてございますけれども、新潟から秋田県沖までの日本海東縁部で津波が起こることに

ついて、国土交通省で検討されていますけれども、ここを波源として検討しております。

これと海底地すべりを組み合わせて起こる津波、これが上昇側です。二つ目のポチがござ

いますけれども、日本海東縁部で起こる津波ということで、これは水位下降側ということ。

あとは海域の活断層ということで、左側のポンチ絵に緑色で小さく書いておりますけれど

も、海域の活断層というのは、全部連続していなくて、割りと短いものがずっと連なって

いるという構㐀になっていますけれども、津波の想定にあたっては、これが連動するとし

て、一挙にすべったとして津波が起こると想定したもの。これと海底地すべりを組み合わ
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せたものを上昇側で基準津波３という形で選んだということになっております。この考え

方については、我々としては妥当であると考えています。 

 あとは先生方もご存じかと思いますけれども、このサイトの審査の中では、荒浜側は敷

地が低いので、防潮堤がもつのか、もたないのかという議論があって、その件については、

後ほど説明をさせていただきますけれども、あってもなくても、この波源に影響がないの

かということについては確認をしております。こういった形で基準津波が最新の知見を踏

まえて設定されているということで、基準に適合していると判断したところでございます。 

 

（原子力規制庁：小山田実用炉審査部門安全規制調整官） 

 引き続きまして、これら自然現象について想定した結果を基に、今後どういう対策を取

ることになるかということから説明させていただきます。 

 ２３ページが津波に対する設計方針でございます。原子力規制庁の要求といたしまして

は、地震による津波とそれ以外の要因による津波を組み合わせたものに対して安全機能が

損なわれないようにという要求でございます。これに対しまして、東京電力ホールディン

グスからの申請の概要につきましては、一番上の矢羽根にございますとおり、遡上波の到

達ですとか、流入の防止の要求に対しまして、基準津波による遡上域を把握するために実

施した解析に基づきまして、遡上波が到達しない位置に防護対象とする施設、この図です

と真ん中あたりになりますけれども、こういった施設を設置するという方針であるという

こと。それから取水路から海水ポンプを設置するエリア、吹き出しで写真が出ております

が、こういったところに津波の流入を防止するために、補機取水槽の上部床面の開口部の

ところに、こういった取水槽閉止板というものを設置するという方針であること。それか

ら、引き波による水位の低下が起きた場合に、海水ポンプの機能が維持できるように、こ

の津波防護施設であります海水貯留堰というものを設置する方針であること。こういった

ことなどを審査してございます。その審査結果の概要は、下のほうに示してございますと

おり、基準津波によって防護対象とする施設の機能が損なわれない設計としていることか

ら、新規制基準に適合しているということを確認したものでございます。 

 次のページでは、液状化に関しまして、審査会合での議論がございまして、それによる

方針の変更というものもございましたので簡単にご説明いたしますと、まず当初、東京電

力ホールディングスは、敷地内に広く分布する、先ほどご説明があった古安田層のサイク

リックモビリティ等を示す地盤については、液状化が懸念される地盤ではないというよう

な説明がございました。これに対しまして、古安田層の物性値にかなりばらつきが見られ

るということでございますので、試験結果の不確かさなども踏まえた評価方針を示すよう

求めたものでございます。それに対しまして、そのばらつき、あるいは不確かさとして、

液状化の強度を設定するということを示して、その結果、液状化に伴いまして、荒浜側で

ございますが、防潮堤が損傷して、津波防護施設としての機能が期待できないということ

で、したがいまして津波が敷地内に流入してしまうということがあるということでござい

ました。 

 さらにその敷地の左手の３号炉ですが、ここに設置予定でございました緊急時対策所に

つきましては、大湊側にございます５号炉原子炉建屋に設置するという方針が示されまし
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た。こういった方針転換があったというものでございます。さらに関連するアクセスルー

トについても、見直すという方針が示されたところでございます。 

 続いて、外部からの損傷といたしまして、火山の影響を評価した内容でございますが、

これが新規制基準で新たに設けられた項目でございまして、まず火山事象の影響を評価し

て、降下火砕物の堆積量について評価したということでございます。火山現象につきまし

ては、敷地から半径１６０キロ圏内の火山を抽出した結果、影響を及ぼす可能性というの

はかなり小さいという結果があります。また降下火砕物についても評価をいたしまして、

その敷地における最大層厚というものを見直したということになってございまして、その

結果、最近の知見が踏まえられているということ。したがいまして、敷地に影響を及ぼす

可能性が十分小さいということを確認してございます。 

 今の話も、この基準上は、こういった火山の降下火砕物に対して安全機能が損なわれな

いことということが要求としてございますので、火山灰による直接的影響ですとか、間接

的影響についても事業者を評価してございまして、その結果、安全機能が損なわれない設

計であるということを審査で確認してございます。 

 続いての自然現象は竜巻でございます。原子力発電所が立地している地域の特性などを

考慮して、想定される最大の竜巻を設定してくださいと。それによる荷重、風の圧力です

とか、気圧差、あるいは飛来物による荷重に対しても、施設の構㐀健全性が維持されて安

全機能が損なわれないと。さらには、竜巻で発生する火災、外部電源喪失といったことに

対しても、しっかり機能が喪失しないということが求められてございまして、事業者のほ

うは日本海沿岸域で観測されたデータから１００万年に１回に相当する７６ｍ／ｓといっ

た竜巻を基準竜巻として設定して、９２ｍ／ｓの竜巻からも防護できるように設計したと

いうことでございます。その対策として、ここにございますとおり、竜巻の防護ネットを

設置するとか、車両については、固縛する方針であるということを確認しています。 

 続いて、外部火災でございます。これも新たに設定されたものでございまして、敷地外

の森林火災、あるいは産業施設からの火災ですとか、爆発によって、それが施設に影響が

ないかどうかということをしっかり確認するようにとなってございますので、ここにござ

いますとおり、周辺１０ｋｍ以内を設定して、最も厳しい条件を設定して安全機能が損な

われないとか、あるいは近隣の産業施設に対して、そういった関連する施設はないという

ことを確認したというものでございまして、その想定は妥当であろうということが、審査

の結果でございます。 

 続きまして、この外部火災につきましては、このほかに航空機が衝突することの影響で

すとか、そういったものも考慮するようにと求められてございまして、これについては、

最近の墜落の実績といったものを踏まえまして、設計上、考慮する必要がないという評価。

それから、万一、墜落した場合の火災を想定しても、十分な耐火性能を有するということ

を確認してございまして、それらの審査の結果として、こういったことは妥当であろうと

いうことを確認してございます。 

 その他の自然現象が次のページにございまして、まずその他の自然現象、あるいは人為

事象によっても、安全施設の機能が損なわれないことを認識するということで、国内外の

基準ですとか、あるいは文献等に基づきまして、しっかり抽出したうえで対策を取るとい
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うことが方針でございまして、それに対して例えば過去のデータなどを大きく比較したう

えで、より大きな値を採用したりとか、これらによって安全機能が損なわれないという方

針を確認してございます。 

 続きまして、施設の内部で発生する火災に対する対策についてでございます。基準では、

火災の発生の防止と早期の感知・消火、影響の軽減というものが求められてございまして、

事業者は申請の概要というところにございますとおり、延焼性ですとか、自己消火性を確

認したケーブルを使用する。あるいは異なる火災感知器を組み合わせて設置するというこ

と。それから、ハロン消火設備によりまして区画全体を消火し、消火の設備が１台故障し

たとしても消火が可能なように、区画ごとに複数設置する方針であると。安全機能を有す

る設備を防護するために、屋内の区域については３時間の耐火壁に分類してやるというこ

とを確認してございます。 

 次のページは、こういった対策が基準にございます、火災の発生防止と感知・消火、影

響軽減、それぞれに対してございますとおり、今、言ったような対策を取るということで

ございましたので、さらに一番下にございますとおり、外部火災を含めた火災防護対策と

いうことは必要な手順を含めて、火災防護計画を策定する方針であるということを確認し

てございます。これを次のページで、個別の危機に対する対策でご覧いただきますと、例

えば、原子炉制御室の中には、制御盤がございますので、その中で火災が発生した場合に

しっかり検知できるかということが重要でございます。左の写真にございますとおり、金

属製の仕切りといったものを用いまして、ほかの区分のところに影響が広がらないように

することですとか、高感度の検出設備を設置して、運転員については訓練をしっかり行う

といったような対策が取られると。 

 原子炉格納容器でございますけれども、電線管ですとか、ファンとか、いろいろ火災の

基になるようなものがございますけれども、こういった火災源については影響を軽減化し

たりとか、感知器の設置、停止後にしっかり交換するということ。それから、窒素の封入

を継続することによって窒息消火させるという方針であるということを確認しております。

また、施設の中の屋外にあります軽油タンクでありますけれども、必要な離隔距離を確保

したりといった訓練を行うというような方針であるということを確認しております。 

 次のページが、それら施設の中での被害を最小限にとどめるために自衛の消防隊を編成

して、訓練を実施する方針であるということを確認してございます。ここまでが火災でご

ざいます。 

 ３５ページからが、内部溢水でございます。内部溢水は読んで字の如く、例えば、配管

の破損等におきまして、原子炉施設内に水があふれ出てくる現象でございますが、これに

よって安全機能が損なわれないことが新規制基準で新たに設けられてございます。事業者

といたしましては、いろいろな溢水の影響を考慮する必要がございますので、施設を没水

しない高さに設置すること。被水に対しましては、安全機能が損なわれる可能性がある場

合には、カバーをつけるですとか、あるいは蒸気に対しまして、それを検知・隔離すると

いうことで、安全機能を失わないようにする。さらには、使用済み燃料プールなどにおき

ましては、地震の揺れによりましてスロッシングが発生することが考えられますが、それ

に対しても、安全機能が損なわれないようにするという方針でございました。 
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 次のページをご覧いただきますと、写真でございますとおり、電炉の貫通部、あるいは

ハッチや空調ダクトといったところにございますような止水の措置を行う方針であると。

あるいは床ドレンに対しては、逆流を防止すると。建屋に対しては、水密扉を設ける。こ

ういった対策を行うということで、しっかり溢水源を想定したうえで、それに対する対策

が取られているという設計方針を確認したというところでございます。 

 続きまして、安全施設でございます。重要度が特に高い安全機能を有する静的機器に関

しましては、長期間、想定されるような単一故障を想定した場合でも、所定の機能が達成

できるようにすることが要求されてございます。事業者は、ここにありますような非常用

ガス処理系ですとか、空調系のダクトのフィルタ、格納容器スプレイ冷却系のスプレイヘ

ッダといったものを特に抽出して、これらについて検討した結果が、下から二つ目の矢羽

根にございますとおり、上の二つの非常用ガス処理系と換気空調系につきましては、安全

上支障のない期間で故障を確実に除去、あるいは修復できるということ。三つ目の格納容

器スプレイにつきましては、単一故障を想定した場合でございましても、格納容器の冷却

を達成して、所定の安全機能を維持することができると。これは、例えば、配管が全周破

断した場合を想定したうえでも、しっかり対策ができるということも確認してございます。 

 続いてが、燃料体などの取扱設備、あるいは貯蔵施設に対する対策でございまして、こ

れらについては、重量物の落下対策ですとか、プールの監視機能というものが基準で要求

されてございます。これに対しまして、クレーンなどは基準地震動によっても落下しない

ですとか、プールの水温、あるいは水位などを中央制御室のほうでしっかり確認できるよ

うな設計であるということで、これに関しましては、一番下にございますとおり、この設

計方針は適切であると判断してございます。 

 続いて、原子炉制御室です。これは制御室外の状況を把握できるようにということ。あ

るいは運転員が活動できるように、酸素や二酸化炭素の濃度も測れるようにということで、

カメラなどを設置するということを確認してございます。 

 次に、監視設備でございます。福島第一原子力発電所事故の反省もございまして、外部

電源が喪失した場合でも、しっかりモニタリングポストの電源が確保できているというこ

とですとか、そのデータがしっかり伝送できるということが要求でも求められてございま

して、事業者としては、無停電電源装置というものを用いた専用の発電装置で給電すると

いう方針であること。右側の図ですが、データ伝送につきましては、有線、無線を備えて、

衛星を用いた対策を取ると。多様性を確保するという方針であることを確認してございま

す。 

 続きまして、保安電源設備でございます。これにつきましては、やはり福島第一原子力

発電所事故の反省点が大きなものでございまして、外部から送電される系統のうち、少な

くとも２回線は独立したものであるということ。そのうち１回線は、他の送電線と一緒の

送電鉄塔に設置されていないということですが、所内に二つ以上の発電設備がある場合に

つきましては、２回線が使用できなくなっても、３回線以上の送電線に接続することとい

うことが求められていまして、外部から供給を受ける場合につきましては、５００ｋＶ４

回線、１５４ｋＶ１回線を独立して接続するということですとか、物理的に分離した設計

であるということなど。さらには、受電設備につきましても、不等沈下ですとか、傾斜、
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地震に対しても十分な性能を有する設計にする方針であるということを確認してございま

す。 

 次が、施設内部の保安電源でございますけれども、これは一つの設備が故障しても支障

がないように複数設置することですとか、７日間以上連続運転できる燃料を貯蔵すること。

最大の地震の揺れにも耐えられるということが基準で求められておりまして、原子炉ごと

に必要な容量を３系統ずつ設計して、そのうち１系統が故障した場合でも必要な電力を供

給できるようにすることですとか、７日間以上の連続運転、あるいは最大の地震の揺れに

も耐えられるよう、基準に応じた設計がなされるということを確認してございます。 

 続いて、通信連絡設備でございます。通信連絡設備につきましても、先ほど、要求で監

視と同様に多様な方法によって通信連絡が行われるようにするということのほか、重大事

故が起きた場合は、オフサイトセンターですとか、あるいは原子力規制庁本庁、あるいは

県などでも確認が必要だということになりますので、その状況を伝送することが必要でご

ざいます。事業者は、この安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）とデータ伝送設備を

設置するということで、しっかりこういった基準に対する要求に対応するということを確

認してございます。 

 ここまでが設計基準に対するもので、重大事故を発生させないための対策の作業でござ

いますが、全交流動力電源が喪失した場合であっても、交流電源設備を確保するというこ

とが基準で求められておりますので、例えば、その間は、こういった交流電源設備から電

力が供給されるまでの間は蓄電池から直流の電力を供給して、パラメータの確認というも

のがしっかりできるようにというところは、対策で求められております。これに対しまし

ても、ここにございます可搬型、あるいは直流の蓄電池等を設置することで、これら全交

流動力電源喪失の場合であっても電源が確保できるものであるということを審査で確認し

てございます。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 

 原子力規制庁の川﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

 私からは、柏崎刈羽原子力発電所６号炉、７号炉の重大事故に関する審査の概要につい

てお話をさせていただきます。４７ページをお開きください。 

 まずは、重大事故に関して、どういった要求をしているかということをお話しさせてい

ただきたいと思います。新規制基準におきましては、重大事故に関しまして、大きく分け

て三つの項目について要求しております。 

 一つは、設備を設置すること。これはいわゆるハード対策と言われております。もう一

つは、重大事故に対処するための手順。体制や手順を整備すると。もう一つが、有効性評

価というものを求めてございます。有効性評価と言われましても、何のことかよく分から

ないと感じるかと思いますが、先ほど申しました設備、重大事故対策のために設置した設

備または整備した体制手順というものを組み合わせて、ある事故想定に対して有効にその

対策が達成できるか評価することを求めてございます。本日の説明ですが、まず有効性評

価からご説明させていただきます。 

 有効性評価は一体どういった事故を評価するのですかという話ですけれども、これは重
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大事故などへの対処が有効であることを示すために、確率論的リスク評価というものを活

用いたしまして、評価対象となる事故を選びます。選ばれました事故に対して、それぞれ

設備、手順を組み合わせて、有効に炉心損傷防止対策ですとか、格納容器破損防止対策が

機能するかということを確認してまいりました。 

 有効性評価ガイドというものがございまして、４８ページをお開きいただきたいのです

が、有効性評価ガイドの中で、炉心損傷を防止するための代表的な事故として、七つガイ

ドの中で指定しております。それぞれの事故に対して、確率論的なリスク評価をしまして、

プラント特有起こり得る事故というものを想定いたします。それぞれの事故に対して、事

故と言いましてもいろいろな事故の組合せを考えていくとごまんと事故がございますので、

その中から有意なものを選び出しまして、その事故に対して代表的に評価を行っていると

いうものです。 

 その一つが、高圧・低圧注水機能喪失というものですが、こちらは高圧注水と低圧注水

が同時に機能喪失してしまった場合、こういった事象が起きたときに、きちんと対策が有

効かどうかというものを確認しております。その対策につきましては、４９ページをお開

きください。まず、絵の左側ですけれども、事故が起きますと給水ポンプが機能喪失する

ことが起因になるのですけれども、それと同時に隔離時冷却系、高圧炉心注水系、あとは

残留熱除去系といって、原子炉が高圧状態で注水する機能ですとか、ＲＨＲのように、原

子炉が低圧状態で炉心に注水する機能が同時に機能喪失したときの対策というものの評価

を求めてございます。これに対しまして、東京電力ホールディングスからは低圧代替注水

系というものを用いた対策が示されてございまして、原子炉を素早く減圧し、その後、復

水貯蔵槽という水源から、復水移送ポンプというものを用いまして、炉心に注水するとい

う対策が示されてございます。こちらにつきましては、数値シミュレーション等を用いま

して、適切に対策が講じられるというようなことを確認してございます。 

 詳細につきましては、話だしますと１シーケンスだけでも数時間になってまいりますの

で、炉心損傷防止対策の中で、特徴的な、少し大きな議論に及んだようなところを中心に

ご説明させていただきたいと思います。 

 ５４ページは、事故シーケンスグループで、全交流電源喪失と言われるものです。東京

電力ホールディングスの福島第一原子力発電所事故でも、全交流電源喪失が発生してござ

います。この事故に対して、どういった評価を行ったのかと申しますと、外部電源、交流

電源が失われて、事故になってしまうのですが、２４時間の間、交流電源が使えないとい

う仮定をして、きちんとこういった事故に対処できるかということを評価してございます。

当初、審査の過程におきまして、評価する事故シーケンスとしましては、５４ページに示

されております長期ＴＢというものだけが示されてございましたが、審査の議論の過程に

おきまして、例えば、全交流電源喪失と同時に原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）、電源を要

しない高圧注水機能ですとか、こうしたものが同時に喪失した場合ですとか、バッテリー

が失われた場合とか、対策が異なる事故シーケンスというのがあるのではないかという議

論をいたしまして、交流電源喪失につきましては、四つの事故について評価を行っており

ます。その代表的なものが、全交流電源喪失が起きて、蓄電池が枯渇した後にどうなって

しまうのだという事故。あとは、そもそもＲＣＩＣ自体が起動に失敗した場合、また直流
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電源が失われた場合ですとか、あとはこの全交流電源喪失が起こると同時に、水蒸気の逃

し安全弁（ＳＲＶ）が固着してしまって、高圧注水がすぐできなくなってしまうモード。

こういったものを評価してございます。この結果、例えば、ＲＣＩＣが機能喪失してしま

った場合には、新たに設置しております代替高圧注水系（ＨＰＡＣ）で対処するという対

策。２４時間後にガスタービン発電機を復旧させて、それ以降は代替熱交換器を用いた残

留熱除去を行う。あるいはこうした代替補機冷却の準備に失敗した場合には、格納容器圧

力逃し装置で、炉心損傷前のベントを行うことで、格納容器の圧力を下げてやるといった

対策。こちらのほうが有効に働くということを確認してございます。 

 一方で、全交流電源喪失とＳＲＶの再閉失敗が起きてしまった場合には、高圧注水もで

きなくなってしまうということから、圧が抜けてしまうので、低圧注水をどうしますかと

いう議論をいたしまして、東京電力ホールディングスからは、原子炉建屋の近傍に消防車

を配置することで、㏿やかに消防車低圧注水を準備して、炉心の冷却を行うといった対策

が示され、その有効性を確認してございます。炉心損傷防止対策につきましては、主な議

論として全交流電源喪失に関する評価が主な議論となってございます。 

 続いて６７ページをお開きいただきまして、炉心損傷防止対策ともう一つ求められてご

ざいますのが、原子炉格納容器の破損の防止でございます。こちらは、炉心損傷の防止に

失敗してしまった次と言いますのは、原子炉格納容器で放射性物質を閉じ込めなければい

けない。しかし、この圧が上がってしまうと、格納容器の破損が懸念される。ですので、

こうした破損を防止するための対策というものが求められてございます。炉心損傷が起き

てしまった後に、一体、どういった現象が起きるのかということなのですけれども、２０

７ページをお開けいただきまして、重大事故発生時の原子炉格納容器内における原子炉格

納容器の健全性に影響を与える主な事象といたしまして、高圧溶融物放出／格納容器雰囲

気直接加熱、溶融炉心・コンクリート相互作用、溶融炉心－冷却材相互作用、水素燃焼と

いった現象がございます。 

 まず、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱といったものがどういったものかと申

しますと、原子炉の中で損傷した炉心が、原子炉圧力容器を破る際に、圧力があまり高す

ぎる状態で圧力容器が破損いたしますと、勢いよくデブリが出てくると。そうしたことで、

格納容器内に損傷炉心が散乱して、格納容器の壁面などに張りついてしまう。そうして、

格納容器を直接加熱することによって、格納容器を破損させるという事故。あるいは高圧

溶融物放出といったものでございます。 

 続いて、溶融炉心・コンクリート相互作用といって、よくお聞きになることかと思いま

すが、溶融炉心が格納容器の下部に落下いたしまして、格納容器下部のコンクリートと相

互作用が発生して、コンクリートが侵食されることによって、格納容器のバウンダリ、閉

じ込めの境界となります鋼製ライナまでを損傷させてしまうという事故になります。 

 続きまして、溶融炉心－冷却材相互作用ですけれども、溶融炉心が出ていくと。格納容

器内にためてある水などと接触することで水蒸気が激しく出てきまして、圧力スパイクと。

圧力の急激な上昇を伴う。そうしたことによって、格納容器を過圧破損させてしまうので

はないかという懸念でございます。 

 続きまして、水素燃焼につきましては、Ｚｒ－水反応によって発生する水素によって、



- 17 - 

あとは放射線分解によって徐々に酸素が出てくるのですけれども、こちらと反応して水素

燃焼が起きるといった事故が想定されるわけです。 

 有効性評価ガイドの中では、こうした五つの事象について評価することを求めておりま

して、これらについて炉心損傷防止対策と同様に準備した設備ですとか、手順というもの

が有効に機能するかということを確認してございます。 

 この中で、すべては説明しきれませんので、議論になったところについてご説明させて

いただきたいと思います。７４ページをお開きください。これは、溶融燃料－冷却材相互

作用というものでございます。いろいろなところで議論になってございますが、我々の審

査の中では、この溶融燃料－冷却材相互作用に関しては、水蒸気が急激に発生するという

ものには、水蒸気爆発の発生というものも考えられるわけですが、我々の審査の中では、

まずその発生の可能性は極めて小さいという判断をしてございます。しかし、ＢＷＲ（沸

騰水型原子炉）の構㐀を考えて、７７ページですが、ＰＷＲ（加圧水型原子炉）と比べて

圧力容器の支持構㐀というものの違いを着目いたしまして、仮に水蒸気爆発が発生した場

合どうなるのでしょうということも参考として評価して、水蒸気爆発が発生しても問題な

いということを確認したうえで、先ほど、申し上げましたとおり、ＦＣＩ（溶融燃料－冷

却材相互作用）としては、圧力スパイクを考慮した審査を行ってございます。 

 続きまして、８４ページからの溶融炉心・コンクリート相互作用についてでございます。

こちらですが、炉心が損傷した後に、やがて圧力容器を突き破って格納容器にメルトダウ

ンしてスルーしていくという形になるのですが、こうした事が起こると、水を張らない状

態だと、コンクリートと相互作用をして、コンクリートを突き破ってしまう可能性がある

と。こうしたことがありますので、東京電力ホールディングスから示された対策といいま

すのは、圧力容器を突き破る前に、事前に水を格納容器の下に張るという対策が示されて

ございます。 

 一方で、水を張りすぎてしまいますと、先ほど、ご説明いたしました、ＦＣＩ（溶融燃

料－冷却材相互作用）とのトレードオフになっている。例えば、水蒸気爆発が起きてしま

うと、水深が深ければ深いほどエネルギーが大きくなってしまう。そうした懸念を考慮し

て、申請者から提示されたのは、２ｍという水深の水を張りますと。これが水蒸気爆発が

発生した場合の影響も押さえつつ、なお溶融燃料の冷却も適切に行えるという水深でした。

こちらのほうにつきましても、議論を重ねまして、２ｍに水位を維持するということが妥

当であるという判断をしてございます。 

 続きまして、有効性評価につきましては、運転中の事故だけではなくて、使用済み燃料

プールについても有効性の評価を求めておりまして、配管が破損してしまって、プールの

水が抜けた場合、どういった対策をするのかということも評価してございます。こちらの

主要な対策としては、消防車によりスプレイヘッダから注水をするという対策を確認して

ございます。また、これと同時にプールの冷却機能が失われると、当然、水温が上がって

くる。水温が上がってくると水蒸気が発生する。そうすると原子炉建屋内に水蒸気が充満

してしまって、重大事故対策に用いる設備等に影響を与えるということも懸念されますの

で、事業者のほうから提示されたのが、代替補機冷却を用いたプールの冷却も行うといっ

た対策等も示されておりまして、こちらのほうの妥当性というものを確認しているという



- 18 - 

ことでございます。 

 続いて、８９ページですが、もう一つ最後に求められておりますのが、運転停止中の原

子炉内。原子炉内に燃料が運転停止であっても残っている場合がございますので、運転停

止中に事故が起きた場合に、燃料の破損を防止するための対策の有効性を確認するという

ことになってございます。こちらについても評価を行ってございます。 

 こちらは、運転中に求められているものとダブっている部分もございますが、崩壊熱除

去機能の喪失ですとか、ＳＢＯ（全交流電源喪失）、あとは冷却材の流出事故ですとか、い

ろいろな事故が起きておりますが、制御棒が抜けてしまうといった事象に対しての有効性

を確認してございます。 

 以上、こういった形で各種の事故に対して今回、整理している対策が有効であるかとい

うことを代表的なものというか、包含性を含めて確認してきたという状況でございます。 

 続いて、９６ページ以降になりますが、こちらの設備と手順の要求についてご紹介させ

ていただいてございます。設備、手順では、どういったことを求めているのかといいます

と、まず共通事項として手順で求めてございますのは、手順、体制の整備につきましては、

事故時、これは東京電力ホールディングスの福島第一原子力発電所事故のときもだいぶ苦

労しましたが、プラント状態の把握をする。こういった手順を適切に事前に整備しておき

なさいという要求がかかってございます。その状況に応じた適切な判断。個人によらない

判断の基準などを明確化するということを新たに求めてございます。 

 体制の整備につきましては、いついかなるときでも、事故の対処に必要な最低限の要因

をすぐに参集できるように配備しなさい。あるいは常に休日であろうと、夜間であろうと、

要因をとどまらせておきなさいという要求がかかってございます。また、複数号機同時発

災についても求めておりまして、我々としても今回、審査の中で確認してございます。こ

れは後ほど、別途ご紹介させていただきます。あとは指揮命令系統の明確化。こちらも当

然、原子力に限らず、事故もいろいろ起きますと指揮命令系統が乱れるということもござ

いますので、こちらの指揮命令系統をあらかじめ明確化しておく。だれが何を判断するの

かということを明確にしていくということでございます。 

 もう一つ、大規模な事故になってきますと、外部からの支援というものがなかなか受け

られない。こちらも我々の教訓でもあるところですが、発電所内に燃料ですとか、予備品

といったものを事故後７日間、自力で備蓄させて、自力で事故収束活動が行えるといった

要求をかけてございまして、こういったものをきちんと準備されているか、要求される方

針であるということを確認してございます。あとは６日以内に他の電力事業者ですとか、

関連企業、プラントメーカーなど、外部から支援を受けられる体制を整備するといったこ

とを求めております。 

 もう一つ、こちらも教訓の反映の大きなところではございますが、当然、自然災害を考

えると、サイト内はぐちゃぐちゃになってしまいます。今回、重大事故対策で消防車等、

可搬型設備を多用いたしますので、こうした設備の移動が確実にできるルートというもの

を確保していただきます。あとはアクセスルート、一つだけのルートに頼らずに、多重、

多様なルートを求めていると。また、さらにホイールローダー等を使ってアクセスルート

の復旧ができるということを訓練の結果等から確認してございます。あとは緊急時の訓練
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ですが、この訓練ではただ単に訓練をやるというわけではなくて、夜間ですとか、降雨、

積雪といった悪天候下を想定した訓練を実施することを求めてございます。こうした項目

について、適切に整備する方針であるということを確認してきてわけでございます。 

 この次のページ以降、しばらく設備の話になってくるのですが、こちらにつきましても、

時間の都合もございますので、主なところを説明させていただきたいと思います。 

 多分、皆様、ご関心が高いと思われるところというのが、緊急時対策所の話になるかと

思うので、緊急時対策所について、経緯を改めてご説明させていただきたいと思います。

１４３ページをお開きいただきたいと思います。緊急時対策所につきましては、要求とし

ては右上の枠に記載しておりますラインナップでございます。事故時の対策拠点として、

原子炉制御室以外の場所に緊急時対策所を設ける。これは当然、制御室と同時に共通要因

により機能喪失しないこと。あとは事故時に要員が対策できる。被ばくをきちんと低減で

きるものであることですとか、外部との連絡、所内も含めてきちんと現場へ行かせた要員

とコミュニケーションが取れる対策であること。あとは当然、必要な人間がとどまれるこ

とということを確認してございます。 

 こちらもいろいろ狭いのではないかというご指摘も受けているところでございますが、

確かに先行プラントと比べると、すごく広いほうというわけではございません。しかし、

ここは我々、現地調査も含めて必要な要員がとどまれるということは確認してございます。 

 １４４ページ、もう一つ、皆さんにご心配させてしまっております緊急時対策所につい

ては、審査の中でいろいろと二転三転ということがございましたが、どういうことだった

のかということをご説明させていただきますと、まず、緊急時対策所として申請当初に申

請書に記載されていたのは、免震重要棟に緊急時対策所を設置する計画でございました。

その後、免震重要棟内の緊急時対策所というものが、地震動を策定する中で、長周期成分

の一部の基準地震動に対して耐震性を確保できない可能性があるということから、実際に

緊急時対策所について審査が始まったときには、免震重要棟、３号機の原子炉建屋内の緊

急時対策所の両方に用いると。使えるほうを選んで使いますという議論がなされてござい

ました。当初、３号緊急時対策所と免震重要棟につきましても、緊急時にどちらを適切に

選べるのかといった議論も交わされていたわけですが、その後に荒浜の防潮堤の評価を行

っていく中で、防潮堤が損傷する可能性が示唆されたと。そうした場合、荒浜側にありま

すアクセスルートですとか、緊急時対策所の入口が水没してしまう可能性があるというこ

とから、３号機の緊急時対策所は使えませんよねということで、５号機の緊急時対策所が

示されたという状況でございます。 

 あとは免震重要棟と５号機を使い分けるという審査をしている中で、最終的には免震重

要棟がすべての長周期の地震動に耐えられないということで、５号機の緊急時対策所のみ

の一本でいくという対策に変わってございます。我々は５号機の緊急時対策所に対して、

耐震構㐀で適切に設置される方針であるということを確認している状況でございます。一

方で、我々、クレジットを取る緊急時対策所としての免震重要棟の利用については、許可

の範囲対象としてございませんが、大規模損壊といった場合に、クレジットを取る緊急対

策以外の用途で免震重要棟を活用するということについて否定しているとか、そういった

ことではございません。 
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 時間の都合もございますので、先ほど、少しお話をさせていただきました重大事故時の

同時発災について、どういった審査をしたのかということを説明させていただきます。資

料１－２の５ページをお開きください。我々の審査の中で、今回、６号炉及び７号炉が申

請の対象となってございます。当然、先ほど申し上げました有効性評価につきましては、

６号炉と７号炉の組合せでいろいろな事故が同時に起きるという評価は当然のごとくして

ございます。しかし、皆様、ご懸念していると思いますのは、停止号炉についてどういっ

たことを考えているのかということだと理解しております。これにつきましても、当然、

１号炉から４号炉については運転をしていないので、起き得る事故としては使用済み燃料

プールへの対処になるのですが、こちらにつきましても、プールへの注水作業等を行う要

員が実態としてさかれるわけです。こうした要員や資源についても、きちんと見込んだう

えで６号炉及び７号炉の事故対処が可能であるかどうかということを確認しているという

ことでございます。 

 このほかにも、公開の場でお話できない内容にはなってきますが、大規模な損壊。要は

一定程度の設計基準、想定している規模を一定程度、超えるような自然現象についても事

故対策というものについて、一定の対策の成立性というものがあるのかということも含め

て、今回の審査の中で確認しているということでございます。 

 以上、私から重大事故等対策について、概要をご説明させていただきました。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 続きまして、私から適格性について審査の結果をご説明いたします。 

 １５２ページをご覧いただければと思います。まず、適格性と我々が呼んでおります審

査を行うに至った経緯を説明しております。この議論が始まったのは、大体、審査の許可

をする少し直前になります６月ごろからこういった議論が起こってまいりました。これま

で、技術的な審査をしてまいりまして、大体、その基準をクリアしそうであるということ

がある程度見えてきた段階で、果たして東京電力ホールディングスに普通のほかの原子力

発電所と同じように基準を見るだけの審査で許可を与えてよいものかという疑義が呈され

ました。事故を起こした事業者であるので、運転に足る適格性を有しているのか。安全文

化も含めて、より丁寧に見たほうがいいのではないかということが議論になりました。適

格性と我々は呼んでおりますけれども、適格性という言葉をそのまま明記した基準がある

ものではありませんで、法律上は、原子炉等規制法で許可の基準のうち、原子炉を設置、

運転するに足る技術的能力があるかという、もともとそういう審査項目がございまして、

技術的能力を見る際の一環として、ほかの事業者よりもより丁寧に深掘りをして、安全文

化まで踏み込んで調査をしたということが、この適格性の審査でございます。 

 １５３ページですが、大きくは二つのことをやっておりまして、一つが経営責任者から

の意見聴取でございます。経営責任者がどういった考え、どういった安全文化に基づいて

運転しようとしているかということを直接聞き取ろうということで、まず７月１０日、東

京電力ホールディングスの会長と社長と原子力担当の役員をお呼びして意見交換しており

ます。そのときに示した資料というのが、１５７ページに参考でつけております。原子力

規制委員会側から基本的考え方ということで７項目を提示しまして、議論をしております。
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その際、この７項目について、東京電力ホールディングスとしての考え方を文書でまとめ

て提出していただきということを要請しております。これに対して、８月２５日に東京電

力ホールディングスから回答がございまして、その回答が同じ参考の１５８ページについ

ている資料でございます。それぞれについての考え方を記載されております。これを受け

取ったうえで、また最初の１５３ページに戻っていただきたいのですけれども、８月３０

日、これを受け取ったうえで、改めて東京電力ホールディングスの経営層と意見交換を行

っております。このときには、東京電力ホールディングスが回答文書で書いた内容が、原

子力規制委員会に対するものだけではなく、国民に対する約束でもあるということ、それ

から、一時的なものではなくて、組織として引き継がれる、東京電力ホールディングスの

将来を拘束するような性質のものであること、この回答文書は非常に重いもので、設置許

可申請と同レベルの文書として扱われるべきものであると。こういったことについて、双

方意見交換をして合意に至っております。これが一つの活動でございます。 

 もう一つの活動はその下ですけれども、現場の職員の安全文化等についてです。直接聞

き取って意識調査を行うということで、田中前委員長と伴委員が柏崎刈羽原子力発電所を

訪れまして、所長、ユニット所長、炉主任、現場の職員、協力企業も含めて聴き取りを行

ったということでございます。こういったことを行ったうえで、１５４ページですけれど

も、議論の結果、２点ほど確認をしておくべきということが出てまいりまして、一つは東

京電力の主体性の確保ということでございます。東京電力ホールディングスについては、

ほかの電力会社には見られない国によるいろいろな指導・監督が行われておりますので、

東京電力ホールディングスが回答文書のとおりにやりたいといっても、それを監督する国

の経済産業省の指導の方針がそれとずれていては、東京電力ホールディングスの回答のと

おり、適切に行えないだろうということで、経済産業大臣の意向を確認いたしました。そ

うすると大臣から１０月に回答がまいりまして、東京電力ホールディングスが回答文書で

約束した内容がしっかりと実行されるように指導していくということでございます。 

 ２点目は、東京電力ホールディングスが回答文書で約束した内容が、将来にわたってし

っかり拘束力を持って実効性があるものにすべきではないかと。つまり東京電力ホールデ

ィングスが回答文書で書いている内容自体は、現時点で考え方、あるいは意気込みを書い

ていて、その内容について、原子力規制委員会として異論があるものではございませんけ

れども、それが将来、社長が変わって、ずっと実効性を持ってしっかり守られていくとい

うことを担保するような規制上の仕組みがいるのではないかという議論がなされました。

したがって、この回答文書を何らかの形で、保安規定という、遵守義務がございますけれ

ども、そういう文書に位置づけるように求めてはどうかということで、これも９月２０日

に社長に来ていただいて、この保安規定に回答文書の遵守を何らかの形でしっかり明記す

るということを確認いたしました。この保安規定は遵守義務がございまして、これが遵守

できていないと原子力規制委員会のほうでさまざまな命令を発出することができますので、

これに位置づけるということは、かなり実効性が与えられるということになります。 

 こうしたことを行ったうえで、最後、１５５ページですけれども、適格性という点で見

ても、東京電力ホールディングスにおいて、運転を的確に遂行する技術的能力がないとす

る理由はないと判断したということでございます。この二重否定の書き方になっているの
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はなぜかというと、そもそも技術的能力という、もともと技術的能力を審査する指針とい

う、旧安全委員会の作った指針がございまして、そちらに照らして技術的能力はあります

ということは、別途より本文の近いところで言っております。そのうえで念のためという

か、より深掘りして、より丁寧に見るために、安全文化に踏み込んでも、それを覆すよう

なことがないかということを確認したということが適格性の位置づけですので、そちらを

見てみても、もともとの技術的能力があるという判断を覆すようなものは見当たらなかっ

たという意味で、こういう書き方になっております。 

 

（原子力規制庁：小山田実用炉審査部門安全規制調整官） 

 一点、先ほどの資料の１１ページのご説明の中で、誤解を招くような表現をされていた

ので訂正させていただきたいと思います。 

 今後の許可の審査のプロセスについてですけれども、先ほど、今後、起動前検査を通し

てという話がございましたが、現在、まずはこの一番上の設置変更許可が済んだだけの段

階でございます。一方で、まだ起動試験に入る前に、まず工事計画の認可、詳細設計を確

認するという作業ですとか、保安規定の変更認可。それは運転手順等の話になってくるの

ですけれども、こういったものの補正の申請がまだ出てきておりません。ですので、今後、

こうしたものの補正申請を受けたうえでこの中身、例えば、保安規定については、まだい

ろいろと議論があるかと思いますし、プロセスとしては、ただ単に設置の基本方針が許可

されただけという段階でございます。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 以上、審査の結果につきまして、１６１ページに結論が記載してございますけれども、

柏崎刈羽原子力発電所６号炉及び７号炉に関する設置変更許可申請の内容については、新

規制基準に適合しているということを判断いたしまして、平成２９年１２月２７日、原子

力規制委員会は、審査書を了承しまして、設置変更を許可したということでございます。 

 本日の説明は以上でございます。 

 

（中島座長） 

 どうもありがとうございます。４年に及ぶ審査の中身を９０分くらいで説明しろという

無理難題に対応していただきましてありがとうございました。 

 質疑は午後から行うということで、ここで休憩に入りたいと思います。少し過ぎていま

すけれども、予定どおり１３時から委員会を再開しますので、ここで休憩といたします。 

 

（休 憩） 

 

（中島座長） 

 午後の部を再開したいと思います。 

 午前中に規制庁の方からご説明いただいた審査の概要等について質疑応答を行うという

ことで、１時間半くらいの予定で考えています。よろしくお願いします。 
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 それでは、ご質問等ありましたらお願いします。 

 

（立石委員） 

 最初に全体的なことなのですけれども、冒頭、課長から、今回は規制基準そのものにつ

いては審議しないというお話がありました。規制基準の中でも私が最も重要だと思ってい

るのは、県民の被ばくの問題にかかわって、いわゆる従来の立地審査指針が基準から消え

てしまったということです。こういう基準の問題については、私は必ずしもこの技術委員

会がふさわしいかどうかは分かりません。検証総括委員会とのかかわりもありまして、ど

ういう場で議論すればいいのかは分かりませんけれども、その辺についてどのように県と

して、あるいはこの委員会として考えていくのかということを、冒頭に少し議論をいただ

きたいと思っています。 

 二つ目は、今日は原子力規制庁ということでご説明をいただいたのだけれども、原子力

規制庁の審査の中身にかかわって、県民にきっちり説明していく気持ちがあるのかどうか。

今日で終わりということではないと思うのだけれども、県民からの要望にこたえて、原子

力規制庁として県民に対する説明を尽くすと考えておられるのかどうか、この２点につい

て意見をいただきたいと思います。 

 

（中島座長） 

 ２番目のご質問は原子力規制庁にということですね。 

 まずは、規制基準の扱いについてです。まず、私から補足しますと冒頭にあったのは、

今日の質疑についてはということなので、規制基準そのもの、今、我々は福島第一原子力

発電所事故の検証ということをやっていますから、その中で今の規制基準の中では足りな

いとかそういうところがあれば、そこを我々から提言するとか、あるいは東京電力ホール

ディングスにその対応がどうなっているかを聞いていくということはあると思います。 

 今日の進め方で説明があったのは、今日の質疑の中ではということだったと思います。

少しそこのご説明をお願いできますか。 

 

（熊倉防災局長） 

 私から若干補足させていただきますが、決して基準そのものについての議論を排除する

ものではございませんので、何なりと議論していただいてけっこうです。今日、せっかく

審査を担当された皆さんがいらっしゃっているということで、できればそちらに力点を置

いて議論いただければありがたいということです。当然、座長がおっしゃったとおり、福

島第一原子力発電所事故の検証という中で、今の基準が本当にしっかりしたものなのか、

大丈夫なのかというのは今後も議論をしっかり続けてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 それと、説明についても一言触れさせていただきますと、実は、明日、明後日と柏崎市、

刈羽村において原子力規制庁の皆様から、本日ご説明いただいたような審査の内容につい

て、住民の皆さんへの説明会という場も設定しておりますので、一応、参考までにご説明

させていただきます。 
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（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 我々は、自分たちが審査した結果については求めがあれば丁寧にご説明するというのが、

まず、基本スタンスです。そのうえで、これまでも地元自治体の方々、県の皆様と相談し

ながら、具体的な説明方法についてはその都度自治体の事情に応じて決めてきておりまし

て、明日、明後日の対応もそういった感じで決めております。また、これ以上に新潟県か

ら要請があれば、応じてまいりたいと思っております。 

 

（立石委員） 

 一言付け加えさせていただきたいのです。あとから報告があるでしょう、東京電力ホー

ルディングス・新潟県合同検証委員会でも、情報公開のプロセス、やはり、国がどういう

役割を果たしたのかというところまでは突っ込むことができなかったわけです。これはあ

る意味では委員会が持っている限界というものもありますけれども、本来、ああいう過酷

事故が起こったときに、国がどういう役割を果たしたのか、果たすべきだったのかがなか

なか議論が深まらないという状況がずっとあったわけです。そういう点についても、私は

これから報告される合同検証委員会の報告にかかわって、やはり、国民の命を守るという

観点に立ったときに、この問題は看過できない、国の役割というものについて、原子力規

制委員会あるいは原子力規制庁の中でどういう議論がされているのか、さっぱり見えてこ

ないのが現実だと思うのです。そういう点も、私は検証のプロセスで必要な過程だと思っ

ています。コメントです。 

 

（鈴木（元）委員） 

 先ほどの午前中の原子力規制庁の方々のご説明をお聞きしまして、まず、率直な印象を

述べるならば、突っ込みどころ満載であります。本当に突っ込みどころ満載で、これを議

論したら延々と、１年、２年経つのではないかと思われます。 

 一つ例を上げますと、資料の２３、２４ページにあるように、津波に対する対策ですが、

これは津波が海岸線と並行に来て海岸にぶち当たると。ですから、防潮壁でそれを防ぎま

すという思想なのですが、福島の津波を見ますと、そのような単純なものでは全然ないの

です。福島の津波は東のほうからずっと押し寄せてきたのですが、福島のサイトのほうで

は南及び北からの流れが生じています。特に南からの流れが大きいのです。写真にも撮ら

れていますが、なぜ南側からの流れが出たのかということについては未解明です。これか

ら解明しないといけない。 

 例えば、この資料の１４４ページを見ますと、（柏崎刈羽原子力発電所の）全体配置図が

ありまして、これは津波が西のほうから来るという想定なのでしょうけれども、福島の例

を見ますと、北のほうから強い流れが来る可能性を否定しきれない。そうすると、この津

波解析がどうなるかというのは予断を許さない、そういう未解明の部分があります。一つ

例を上げればそういうことです。ですので、これからまさに技術委員会でそうしたことを

検証していくことが必要だということは言うまでもないのですが、もし、ここからは一般

論ですが、例えば、ほかの個別の問題にしろ、ここ１年、２年、３年、あるいは数年のオ
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ーダーで新しい知見が得られたと。今までの規制基準ではそこはカバーしなかったと、あ

るいは規制基準の基準自体が不十分であったということが分かった場合、原子力規制委員

会としては、仮にそのプラントがすでに稼働中であったら、一旦稼働を止めて新しい問題

に対して対応ができるまでストップしてくださいというような命令を出すのでしょうか。

それとも、それはそのまま稼働を続けていいということになるのでしょうか。そこを確認

させてください。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 原子力規制庁の田口です。 

 一般論でということでしたので、一般論で回答します。まず、新知見が見つかった場合

には、我々の基本的な流れとしては、それを基準に、当然、組み込むことになります。基

準をそれで強化いたしまして、今、バックフィットと我々は呼んでおりますけれども、新

しく強化された基準に照らして、改めて原子力発電所の安全性をチェックすることができ

る仕組みができております。新知見は随時、我々のほうで調査して、あれば取り入れます。

取り入れたものに従ってその基準に照らしてそれぞれの原子力発電所の安全性を確保する

というのが基本的な流れです。そのときに、バックフィットへの適合に対してどれくらい

の猶予期間を設けるとか、すぐ止める命令を発するべきではないかとか、これは、見つか

った知見の安全に対する重要度に応じてその都度判断をしていくのが一般的な立場です。

したがって、非常に安全上重要なものであれば、すぐに停止してくださいという命令を発

することもありえますし、そうでもないものであれば３年とか猶予を与えて、その間に適

合を求める。それはその都度判断するということです。 

 

（佐藤委員） 

 いくつかありますので、資料に沿ってご質問させていただきます。 

 ７ページです。新規制基準としてより厳しい設計基準を設定して、重大事故が発生した

場合の対応の内容を充実させるというのがこの眼目ということになるわけですけれども、

設計基準については、従来よりも大部引き上げられた、また、従来なかったものも追加し

たということです。少し振り返ってみますと、設計基準を超過する場合も考えると。それ

で、どのくらいマージンがあるのかを探ってみようということで、２０１１年にストレス

テストをやられたわけです。日本も原子力安全・保安院の時代にそれに習ったわけです。

しかし、そのときのストレステストというのは、設計基準が低いままのときのテストだっ

たわけで、結局、設計基準を上げることによって、あのときのストレステストの評価、結

果が有効性を失ってしまったということになると思うのです。その後、ストレステストの

やり直しはやっていないわけです。その辺は、ヨーロッパ諸国ではひととおり全部やって

いることになっているわけです。結局、今、設計基準に対してどのくらいマージンがある

のかは見えなくなってしまっています。その辺、あれはもう終わった話なのか、ストレス

テストをそのうちやることも検討されているのか。これは柏崎刈羽原子力発電所だけの話

ではなくて、一般的な話です。 

 それから右側の重大事故に対するアクションですけれども、これも一般的な質問という
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かコメントとして聞いていただきたいと思うのですけれども、よく、昔から事故対応のと

きに、事故対応だけではないですけれども、パッシブ性、アクティブ性ということをよく

疑問視されています。これは１９８０年代くらいからの文書にパッシブ性の有効性という

ことがはっきりとうたわれているわけです。最近の文書でもパッシブ性の有益性がいろい

ろ述べられています。それに照らしたときに、重大事故のアクションとして、今、非常に

プラントのスタッフを、事象のきっかけが起こったタイムゼロから大慌てでどんどんやる

という雰囲気の漂っている重大事故対応になっているわけです。今、ヨーロッパの規制な

どを見ても、最初の３０分のアクションは担保しないとか、１時間は担保にしないとか、

そこまで書いているところが多い中で、タイムゼロから大慌てで対応するというのは少し

違うなという印象があるわけです。こういった議論は東京電力ホールディングスとも過去

にさせていただいて、パッシブ性、アクティブ性、これは考え方の違いだと。そうはいう

ものの、やはりパッシブ性の優越性というものはあるのではないかと思うのです。その辺

を原子力規制庁としてはどのようにお考えなのか。これは柏崎刈羽原子力発電所だけの話

ではなくて、一般論として感じたところです。 

 それから、地震の話をさせていただきます。１６、１７ページですけれども、このよう

に設計基準地震動をたくさん、八つくらい出されています。これはいろいろ厳しい地震の

応答スペクトルを設定しているということで、一見、とても安全側に感じるわけですけれ

ども、もともと応答スペクトルというのはいろいろな波形があるものを、なめらかな曲線

で包絡するという考え方があったわけです。ですので、こんなにたくさん応答スペクトル

をたくさん出すというところは日本ぐらいしかないわけです、こんなことをやっているの

は。大事なのは、それが本当に保守的なのか、起こりえることを本当にこれで包絡しえる

のかが大事なポイントになるわけです。結局、こういうふうにして応答スペクトルを設定

して、それぞれに対応するタイムヒストリーを設定してそれで解析すると。非常にたくさ

んいろいろなケースをやらなければいけないわけですから、コンピュータは大変なのです

けれども、はたしてこれが安全な考え方なのかというところが腑に落ちないところがある

のです。ベストなのは、本当はこれも全部包絡するものの応答スペクトルを設定して、そ

のタイムヒストリーを作ってその解析をする。きっとそれは非常に厳しくなりすぎるかも

しれませんけれども、ぎざぎざの応答スペクトルが八つもあるというのは、何か非常に異

様な感じがするわけです。その中には北海道の留萌だとか、非常に離れているようなとこ

ろのスペクトルまであるということです。なぜ原子力規制庁としてこのやり方をエンドー

スしたのか。 

 これも一般的な話ですが、日本の地震学会とか土木学会とかがいろいろなガイドライン

を設定するわけです。それをエンドースするという形になると思うのですが、やはり土木

学会にしろ地震学会にしろ非常にアカデミックで、精度の高いものを作ろうと。ですけれ

ども、原子力というのはまた別世界で、精度も大事ですけれども、保守性というのも非常

に大事なわけで、アカデミックな議論をする方々の規制を、原子力として、彼らは専門家

なのだからということで、ストレートにエンドースされるというのは、原子力の場合、果

たして適切なのだろうかと思うわけです。その辺も、八つも応答スペクトルがあって、そ

れを淡々とこれに従って評価したものとして沿って評価していくという考え方がいかがな
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ものなのかと感じます。 

 といいますのも、3.11 東日本大震災の津波も土木学会のガイドラインがあったわけで、

あれは完全に超過してしまっているわけです、現実が。そういうことで、原子力には原子

力ファクターというものがあるべきで、学会から上がってきたガイドラインが原子力用の

ガイドラインとしてストレートに。もちろん、ストレートにエンドースしたのではないと

いうことかもしれませんけれども、我々としてはそこに原子力ファクターがあってほしい

と思うわけです。 

 ついでに地震に関係して、いろいろ評価されている、安全系のものに対して耐震クラス

に応じた耐震評価をされているのはよく分かるわけですが、その評価の対象に入っていな

いものがあるのではないかと感じているものがありますので、少しそれを申し上げます。

まず一つは、原子炉の中での、その地震によって反応度印加が起こるという現象です。こ

れは２０１１年に８月だったか９月だったか、ウェストバージニアだったかで地震があり

ましたよね。そのときにも観察された現象なのですけれども、あぶくが振り払われて燃料

の周辺の反応度が瞬間的に上がると。スクラムするからいいのだということかもしれない

ですけれども、もし上昇率が激しければ燃料破損ということも起こりうるわけです。地震

と反応度印加、この関係はあまりケースも少ないですけれども、地震の加㏿度が設計基準

の引き上げによって随分引き上がりましたので、改めてその辺も少し考察があっていいの

ではないかと思っております。 

 二つ目は、これまで、原子炉の炉内構㐀物に対して、炉内構㐀物への照射がどんどん進

んでいきますと、延性材料が脆性材料に変わっていくわけです、ステンレスといえども。

そういうものに対して破壊力学的な評価をすると、地震の加㏿度が大きくなる、これは当

然、構㐀物に対する応力が大きくなるということで、破壊力学的な評価も厳しくなるとい

うことになるわけです。そういうことで、照射材料、脆化材料以外の材料に対してはしっ

かり評価されているのは承知しているところですけれども、照射材料に対して、脆化した

材料に対しての地震加㏿度の相当な割り増しがどう効いているのか。 

 それからもう一つ、炉内構㐀物について申し上げると、照射が進むことによってボルト

の締め付けが弛緩するという現象もあるわけです。そうなりますと、ボルトの締め付けで

固定されている炉内構㐀物があるわけです。それが滑りはしないのか。もっと具体的にい

うと、炉心支持板の周辺のボルトのことです。思ったより照射量が多くなくて、しかもそ

んなにしないだろうという見方もあるかもしれませんけれども、やはり、相当地震の加㏿

度が引き上げられていますから、一応、そういう評価も本来はするべきではないかと思う

わけです。 

 それから２２ページ、津波についてです。津波については、海底地すべりを考慮されて

いるというご説明をいただいたわけですけれども、少しそこの意味がよく分からない。海

底地すべりというのは、実は、大きな津波を引き起こすファクターだと認識されておりま

して、現に８，０００年前に北海のノルウェー沖辺りで２０メートルくらいの津波があっ

て、グリーンランド、アイスランド、スコットランド、ノルウェーの辺りが相当な被害を

受けたという記録もあるわけです。２０世紀に入ってもカナダのニューファンドランド島

沖での海底地すべりの津波の記録があるわけでして、その辺の知見を考慮したうえで海底
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地すべりを加えたのではないかと思うわけです。これを実際に調べようと思ったときに、

実は、アメリカ等では相当詳細な海底調査をやっておりまして、大陸棚から大陸斜面のエ

ッジのところです。その辺が崩れているような痕跡などを詳しく海底調査をやっているわ

けです。 

 そこで質問なのですけれども、海底地すべりについても十分評価をしたということだっ

たわけですけれども、そのような海底調査をやって、日本海側なので、確かに信濃川とか

いろいろ大きな川がありますし、それが１００万年くらい海底に流していった堆積物とい

うのはどのくらいのボリュームがあるのか。そのボリュームによっては、確かに小さな地

震、あるいはメタンハイドレードの膨張で崩れると。それが引き金になって大きな津波が

起こるという要因もあるわけです。そういう調査を本当にやったのか。日本でそれを一生

懸命やっているというのはあまり聞いたこともないのです。ですので、海底地すべりの組

み合わせを考慮して評価してそれをレビューされたというようにおっしゃいましたけれど

も、具体的に、今のような海底調査のようなことはどの程度のことをおっしゃっているの

でしょうか。 

 ２７ページの竜巻ですけれども、これは簡単な質問です。年超過確率１０のマイナス６

乗の意味ですけれども、これは発生に対する年超過確率のことをおっしゃっているのか、

それとも敷地に襲来する超過確率のことをいっているのでしょうか。もしこれが日本海沿

岸での発生率に対する年超過確率１０のマイナス６乗だとすれば、これは十分保守的なと

ころだと思います。敷地ですと、例えば、アメリカなどは１０のマイナス７乗ですけれど

も、１０のマイナス６乗も７乗も十分低い数値ではあるのですけれども、発生のことをい

っているのか襲来のことをいっているのか、いまいちよく分かりません。 

 ３２ページの火災です。火災についてはいろいろな事象が東京電力ホールディングスか

らも時々説明していただいたりしているわけなのですけれども、最近では、火災空気のバ

ウンダリのペネトレーションがしっかり密封されていなかったというような内容を報告し

てもらっているわけです。火災も消火ガスとしてハロンを使っているというのは非常に日

本の特殊なところです。アメリカでは水が主体ですし、ヨーロッパではハロンはそもそも

生産禁止、使用禁止という状況になっていますので、ハロンを使っているというのは非常

にユニークな特徴だと思うのです。そういうことで、ペネトレーションが劣化している。

これは東京電力ホールディングスが報告された壁の配管貫通部とか、ケーブルトレーの貫

通部だけではなく、ドアの下の隙間とか、あるいは換気ダクトとかそういうところもバウ

ンダリになるわけです。消火ガスとしてハロンを吹き出させたときに、一定濃度がずっと

維持されないと消火の役を果たさないわけです。そういうことで単に火災エリアのバウン

ダリとして守るだけでなく、消火の能力を確保するうえでも大事なわけです。 

 そういうことで、ぽつぽつと我々の技術委員会の中ではどこで見つかった、また追加で

見つかりましたという報告を受けてきたわけですけれども、やはり、総合的に、ではドア

はどうなのかとか、ダクトはどうなのだとか、そういうバウンダリ全体のシール性につい

て、これは東京電力ホールディングスに対してなのか原子力規制庁に対してなのか少しよ

く分かりませんけれども、少なくとも原子力規制庁に対してはそういう見方でレビューさ

れたのか。例えば、換気ダクトのダンパーは特別な仕様のもので、気密性の高い仕様のも
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のが採用されていないといけないわけですけれども、そういう確認をされているのか。 

 

（中島座長） 

 だいぶ時間がかかっていますので、質問は手短にポイントだけをお願いできればと思い

ます。 

 

（佐藤委員） 

 最後に一つだけ。ハロンを使っているということで、こういうシナリオがあるわけです。

事故が起こるときに停電が発生して換気系が停止してしまう。換気系が停止することによ

って、あるところの温度がどんどん上がっていきます。温度が上がっていって熱感知式の

消火装置が作動してハロンガスが吹き出すということが起こると、遠隔停止操作室とか、

それからフィルタベントのバルブの操作エリアとか、ＲＣＩＣ（原子炉隔離時冷却系）を

もし手動で起動する場合、そういったところへのアクセス性を危険にするような、ハロン

というのは空気より重いですから、そういうガスだまりができてしまってアクセス性を危

険にしてしまうようなことがないのかという検証も、ただ単に火を消すだけの火災だけで

はなくて、消火設備としてハロンを使うというユニークな特徴についてもレビューされる

べきだと思います。 

 

（中島座長） 

 ありがとうございました。いろいろ質問がありまして、冒頭にあった規制基準そのもの

の考え方も入っているかもしれませんが、可能な範囲でお答えいただきたいと思います。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 一つ一つ回答申し上げます。最初に、ストレステストの話がありました。ストレステス

トは当時、私も担当しておりましたのでよく分かっていますけれども、当時の政権の判断

で、当時はまだ原子力安全・保安院があって原子力規制委員会はまだなくて、新しい福島

の知見の基準の取り入れなどがまだない段階で政権としてストレステストをやって、それ

で稼働を判断しようというのが当時の状況でございました。したがって、本来であれば新

しい基準を作って、それに基づいて基準地震や基準津波を作ってから、それに耐えられる

かを見るのが正しい流れなのですけれども、その前段のところがない中で判断しなければ

ならないということで、当時は、何が基準地震なのか、基準津波なのかは置いておいて、

どこまでの津波、地震が来ても最大耐えられるのかということをまず見ようと。それであ

れば見られるので、それを見て、ある程度の津波、地震が来ても大丈夫だというものにつ

いて、最後、４大臣の判断でゴーサインを出して動いたという経緯です。当時はそういう

環境でストレステストが行われました。今は、敷地に訪れる最大の地震、津波を先に特定

しますので、そういう意味では、基準適合性を判断するうえでストレステストをやる必要

は、今はないと考えております。したがって、今回の審査ではそういうものは行っており

ません。 

 しかし、実は、設置許可の判断とは別にもう１個、今回、法改正が行われたときに仕組



- 30 - 

みが入っておりまして、それは電力会社が基準に受かった後もそれを超えて自主努力で継

続的に安全性を向上させているかということを確認する仕組みを作ろうと。これを我々は

総合的安全性評価と呼んでいるのですけれども、これは基準に受かった原子力発電所が動

いて最初の定期検査から半年後に出してくださいということを求めています。そこで電力

会社は、まさに昔のストレステストに相当する評価をやって、基準津波はこれくらいです

けれども、実はそれを超えてこれくらいまでは耐えられますと。自主的努力によって基準

を超える部分が、実はここまで行けますというのを自ら評価してそれを公表するという仕

組みを作っておりますので、いずれこれが出てまいります。川内原子力発電所については

すでに出てきています。そこで求めているのは、要はストレステストのような評価と、そ

れからＰＲＡ（確率論的リスク評価）を使った評価をそれぞれやって出してもらいます。

ただ、意図するところは、基準を超えたところの自主努力を電力会社がしっかり継続的に

続けていることを公にしてもらって、しっかり自ら努力を説明していただくということを

狙いとしたものです。 

 それからパッシブ、アクティブのことについては、おっしゃるとおり、確かにパッシブ

であれば何も手を施さなくても自動的に鎮圧していくと。確かにすべてでそれができたら

いいなとは思いますけれども、今の基準を作るときにパッシブでなければならないとか、

そういったことも前提を置いてはおりませんで、いずれにせよ、対処ができればいいとい

うことになっています。当然、ご案内かと思いますけれども、設計基準みたいな発生頻度

の高いものについては自動的に鎮圧されるということは今でも求めておりますし、シビア

アクシデントになってくるといろいろ不測の事態が起きますので、逆にさまざまないろい

ろな要因に柔軟に対応できるという意味ではアクティブにも一定の価値があると思ってお

ります。 

 もう一つは、今回の基準は既設の原子炉を念頭に置いて作ったものですから、全く構㐀

の違う、パッシブを求めるという発想がそもそもありませんでしたので、そういったこと

によって現在の基準は別にパッシブでなければならないとかそういう判断で作ったもので

はありません。ただ、当然、作業があまりにも余裕のない作業をしていてはよくないので、

審査の中ではそれぞれ余裕を持って対応ができるのかということは審査をしております。

必要があれば、担当から補足いたします。以上が２点目です。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 

 原子力規制庁の川﨑です。 

 今のパッシブ、アクティブについてご説明させていただきたいと思います。実際の審査

の中で、委員ご指摘のように、確かに外国では３０分は人に頼らないというルールを採用

していると思います。日本ではここは１０分ルールといわれていて、１０分間は認知でき

ない時間を置いたりしております。あと、確かにＳＡ（シビアアクシデント）対策という

のは人に非常に依存している部分がありますが、こちらは人に依存するにしても、例えば、

外部から来る人員には１２時間は集まらないものとするとか、そういったマージンはある

程度取ったものが示されていまして、そういったものを審査しているという状況です。 
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（原子力規制庁：内藤地震・津波審査部門安全管理調査官） 

 続きまして、地震の関係で１７ページになるのですけれども、応答スペクトルで基準に

するものが八つもという話と、この中で留萌の話がありましたけれども、まずは、留萌の

話のほうが分かりやすいので、先にしますけれども、先ほど説明したように、震源を特定

して策定する地震と、特定しない地震という両方を基準に求めています。留萌はまさに特

定しないほうの話になります。なぜこれを採用するようにということで規制要求をかけて

いるかというと、通常、地震は断層で起こるのですけれども、留萌の地震は、地震が発生

する前には断層等が全く見つかっていなくて起こっているという地震になります。これは

断層をいくら調査してもこういう地震は事前に見つからないという考えに立ってきますの

で、そうしたときには、今まで起こっている断層が事前に見つけられていなかったところ

で起きた地震ということで、地震波がきれいに分離できたもので使えるものはきちんと採

用してくださいと。地震は活断層がないところでも、日本ではどこでも起こりうる地震と

して考えるべきでしょうということで、現状、どこでも起こりうるということで、今、き

ちんと分離できているのは留萌やそういったものになります。ただ、今、１３地震とガイ

ドで上げていますけれども、それらの解析は全然進んでいないということもあって、その

部分について、今、原子力規制庁、原子力規制委員会の中で、特定しない地震動というの

はどういう形で設定すべきなのかという議論をしていて、それができたらまたその扱いを

どういう形で採用していくのかを議論していくことになります。留萌は遠いところだけれ

どもなぜということについては、断層活動が起こっているのですけれども、断層が見つか

っていなかったところで起こった地震はどこでも起こるという形で採用しなければいけな

いということで、採用しています。 

 先ほど説明していないのですけれども、では、大湊側は採用していて荒浜側は採用して

いないのは、恐らく疑問に思われる点だとは思うのですけれども、これは１７ページの応

答スペクトルで示したものがありますけれども、荒浜側は、今回は図面を示していません

けれども、先ほど言ったように２，３００という形でものすごく大きな地震動になったた

めです。そうすると、特定したほうで包含してしまっているという形になっていて、規模

がそちらのほうが大きいので、飛び出るものがないということで、採用していないという

形になっています。もう一つのほうで、応答スペクトルの話で、海外はなめた形で作って

いるという話ですけれども、これは応答スペクトル法で作ったものと断層モデルという形

で解析したものの両方を採用しなさいということです。海外ではまだ断層モデルは採用し

ていなくて、全部応答スペクトル法に基づく物差しで地震動しかやっていない、経験式で

やっているところなのですけれども、現在、日本は地震本部というものを採用しています

けれども、地震が多いということがあって、一般防災も含めて、断層モデルは今度はピー

クが立ったりすることがきちんと再現できるというところがあります。当然、原子力施設

もそうですし、一般家屋もそうなのですけれども、ある特定の周期帯に弱いところがある

ということも当然分かっていますので、そういったことに対してもきちんと対応させるべ

きということで、断層モデル法も採用しています。このぴこぴこしているのはまさに断層

モデル法でやったもので、当然、解析にはなりますけれども、出てきたところで、当然、

震源、断層の破壊のしかたとか、伝播のところとか、特徴を踏まえた形で、ある種の値が
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出たりとか引っ込んだりという形になってきますので、そういったものもきちんと設計で

対応すべきという形で、断層モデルを採用しているということで、かなり出っ張り、引っ

込みがあるような形に見えますけれども、そういうものも基準地震として採用していると

いうものになります。 

 佐藤委員はアメリカのものなどもよく見られていると思うのですけれども、あれはまさ

に応答スペクトル法でやっているので、変曲点があってそこに直線を引いてという形で、

なめた形で作られています。当然、それも使っていますけれども、それとは別にピークを

きちんと算定できるような応答スペクトル法以外の断層モデルを採用しているので、当然、

ある周波数で高い加㏿度なりが出ていれば、それは採用すべきだという形で、こういうも

のも採用しているものになります。これを設計の中で、まだこれは設置許可の段階ですの

で、今後、工事計画とかをやっていくという話になりますけれども、決めた基準地震動に

おいてどういう形でこれを設計に反映しているのかについては、これを動的解析にそのま

ま使っていくという手法もありますし、当然、これを包絡させた形で動的解析をやる場合

もありますし、当然、Ｓd という形で３分の２を取って簡易解析をやるという方法もあり

ます。それから、ものによってどういうやり方をするのかについては詳細設計の中できち

んと見ていくという考え方でやっていくものです。 

 あと、海底地すべりの話があったので、そちらを先にご説明させていただきます。どう

いう調査をしているのかということですけれども、海底地すべりについては海上保安庁も

かなり海上音波を走らせているということもありますし、産業技術総合研究所も海底地形

図という形で出していて、その中で、彼らもいろいろやっていますので、それに基づいて、

ここには地すべり地形があるということをまずは出しています。それをまずは文献として

見てきています。そのうえで、当然、断層調査を事業者もやっていますので、そのときの

音波測定、走らせていますから、それを見たうえで、海底地形としてみられるような、馬

蹄形の地形を見つけて、その部分について、過去に起こったものではあるのですけれども、

地形としては元の地形を再現して、それが地震と一緒にまた起こったとしたときにどのく

らいの規模になるのかを、単独でも当然やりますし、それを単独でやったものと地震によ

る津波のものと重畳させるということをやって、それで海底地すべりによる津波を再現し

た形で評価というやり方をしています。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 

 私から、先ほどの地震評価で対象に入っていないというところで、炉内の反応度投入の

話と、照射材の話、あと、電気ペネトレーション、ハロンの話を順番にご説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、地震時に反応度投入が起こるのではないかという話なのですけれども、これは大

きく分けて考えると、二つ考えられると思います。というのは、まず一つは、地震によっ

て原子炉圧力容器内では水面がスロッシングを起こすような状況になります。つまり、水

面が上下することによって反応度の変化が起こる、振動が起きるという話と、上下方向の

振動によって燃料の浮き上がりとか、ボイドが動いてしまうといった話かと理解させてい

ただきます。 
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 まず、水平方向の揺れについてなのですけれども、炉内全体を考えたときに、炉心全体

で大きな振動が起きるためには、かなり大きな波になっていかなければいけないと。水面

の変動を起こすためには、スロッシングに発展するためにはかなり時間がかかってくるだ

ろうと。ただ、その間には地震加㏿度によってスクラムが入るのではないかということが

まず一つです。あと、そうではなくて、チャンネルボックス内、ＢＷＲ（沸騰水型原子炉）

はチャンネルボックスで一つ一つの燃料が区切られていますので、では、チャンネルボッ

クス内はどうなのだという話なのですけれども、こちらもご存じのとおりチャンネルボッ

クス内に燃料集合体があって燃料棒が密に並んでいると。かなり左右方向に流動が起きる、

ある程度密になっているので、気泡の移動は制限されます。よって、チャンネルボックス

内の極端なスロッシングの可能性は小さいのではないかと我々は判断しているところです。 

 次に、鉛直方向の揺れについてなのですけれども、鉛直方向の加㏿度の卓越周波数が高

い、そして燃料集合体に対して連続的に力が加わっていくというよりも、細かいもので浮

き上がっていくものにはならないだろうと考えられるということです。あと、運転中の原

子炉では、再循環ポンプが動いていまして、一定の流量があります。これは、例えば、地

震で外部電源喪失が起きるにしても、フライホイールがついていて、電源が切れてもある

程度ぐるぐる回るような、慣性があって回るような形で、３秒くらいは運転し続けます。

つまり、炉内の循環流量が確保されます。そういったことを考えると、先ほどと同様にス

クラムがかかっていくのではないかと考えられるということで、まず、こういった極端な

反応度投入事象になるようなことはないだろうと考えております。一方で、今までの我が

国での経験上、地震時に若干出力振動が起きているという事例はあります。ただし、これ

については原因の分析が行われておりまして、これは特定の燃料集合体の形状によって、

揺れることによって燃料集合体の間隔が変わることによって出力側変動が起きたと整理さ

れています。以上をもちまして、地震時にそういった有意な反応度投入事象が起きること

は我々としては考慮しなくていいと判断しております。 

 続いて、照射材料に対しての耐震評価のボルトが滑るのではないかとかそういったお話

しなのですけれども、いずれにしてもボルトの詳細な評価は、基本設計方針で確認するよ

うな話ではなくて、照射材料に対しての考え方というのは持ち帰らせていただきまして、

次回、ご回答させていただきたいと思います。本日ご回答できないことをお詫びいたしま

す。 

 火災ですが、昨年度でしたか、東京電力ホールディングスの配管貫通部、ペネトレーシ

ョンの部分でふさぎ忘れがあったという件については、その事象が発覚した後に東京電力

ホールディングスから聴取を行っております。この結果、当該の穴を塞ぎ忘れた箇所は、

我々の審査対象になる場所ではなく、安全施設に関連する部分ではありませんでした。た

だ、消防法等に抵触する可能性があるかもしれませんが、そちらの所管法令に従って適切

に対処が成されていくものと思います。 

 それと、電気ペネトレーションのふさいでいる部分の火災が起きたときに劣化するので

はないかというご指摘が先ほどあったかと思います。そこのシールについては、我々は審

査の中で熱影響は確認していて、それによってシール性が失われないということも確認し

ています。これは火災だけに限らず、シール性というのは溢水評価で関連してくるところ
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でもありまして、火災時に同時に溢水等で影響があったとしても、だだ漏れになることは

ありませんということは確認させていただいています。あと、ダンパーについても同様で

す。 

 最後にハロンを使用するときに換気停止して、設備が設置してある部屋の温度が上昇す

るといったことも考えられるのではないかということなのですけれども、ご指摘のとおり、

確かに部屋の温度が上昇するといった事象も考えられますが、審査では、ハロンに着目し

た形ではなく、例えば、シビアアクシデント対策で使うものについては、その最高使用温

度等を確認しておりまして、事故時、重大事故もそうなのですけれども、想定しうる温度

上昇、例えば、換気設備に期待するものであれば、外部電源喪失のときに換気が失われな

いものであることとか、当然、事故時に換気が停止してしまうことが想定される部屋に置

かれているものであれば、その環境条件を考慮した設計とする方針であることは確認して

おります。個別具体の設備に対しての評価というのは、工事計画の認可のときに健全性の

説明書がありまして、その中で、その設備が経験するであろう環境条件を想定した評価を

行うこととなります。 

 

（原子力規制庁：村上審査官） 

 原子力規制庁の審査官の村上です。 

 もう１点、竜巻の発生頻度の話です。ここで示している１０のマイナス６乗の算出につ

いては、厳密に言うと難しいのですけれども、端的に言うと発生頻度だと思ってもらって

かまわないと思います。 

 ここの審査なのですけれども、今、ご指摘いただいたように、マイナス６乗なら十分な

のかとか、７乗ならいいのか５乗ならいいのかというのは非常に難しいところがあるとい

うことと、竜巻のデータ自体、数が少なくて、ハザードカーブも書き方によって変わって

くるということもあって、ここは相当審査の中で議論したのですけれども、最終的には日

本国内の最大のフジタスケール３の、最大風㏿９２メートル、こういうものを設計に用い

るということで決着しているということです。 

 

（中島座長） 

 田中委員。時間も少し迫っていますので、ポイントを押さえて質問をお願いいたします。 

 

（田中委員） 

 まず、９７ページです。ソフト対策の話があって、要求事項があって、審査の結果は OK

だったと書かれています。指示系統の明確化の関係で伺いたいと思います。福島の場合は、

緊急時対策本部があって、それが現地と本店に両方あったと思います。その間でテレビ会

議を行ったりといろいろしていると思います。吉田調書などを読んでいてとても衝撃的な

のは、吉田所長が事故に対する問題と、ある意味ではそれと正反対の、職員というか現場

の人たちの命の問題と、揺れている地震の中でその二つの間で板挟みになっている状況が

あります。それは俗にいう退避をしたのかとか、避難をしたのかとかいろいろなことを言

っているけれども、とにかく、吉田所長の頭の中には職員の安全性の問題、それから残っ
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てもらわなければいけないという判断で苦しんでいたようです。それからもう一つは、純

粋に技術的にどう対応したらいいかという命令をしなければいけない。また後で別の議論

の中に出てくるかと思うけれども、吉田所長がマニュアルのどういう条件だというものは

すっ飛んでしまった、アドリブでやっているのだというようなことを言っておられます。

それをどのように受け取るかについてはまたあとの議論になると思うけれども、そういう

ような状況に置かれている人々がたくさんいるわけです。その人たちの命の問題とか、職

員、従業員の方、それから広くは地域の命を預かるという、ある意味で矛盾した作業とい

うことがあって、それを福島ではうまくやれたと私は思わないわけです。 

 そうすると、これをどのように、そこからどのようなことを学習したのか。ここには、

審査結果は OK だったということしか書いていないわけだけれども、例えば、指揮命令系統

の明確化などと、これは元々明確化されているわけです。しかし、それが機能しなかった

わけです。それに対してどのように東京電力ホールディングスはそこから何かを学習し、

具体的にどういうことを言って合格を判断したのか。柏崎刈羽原子力発電所にこれがどう

生かされるのかということは、まさに指揮命令系統の明確化とか訓練の問題とか、命の問

題とか、従業員の残らなければいけない人の環境の問題とか、ある意味でいうと、職場で

命をかけるなどということを思いながら東京電力ホールディングスに入っている人、電力

会社に入っている人は少ないと思います。突然、事故が起きたときにおまえはここに残れ

とか、残らなければいけない状況、それから脱出する状況、そういうことこそ明確化して

おかなければいけないと思うけれども、それはどうなのか。その辺のことです。 

 それで、緊急時対策本部長になる経緯を見ると、たまたまそのときの所長がトップに就

くわけです。これは吉田所長を批判しているわけではないのですけれども、吉田所長は運

転に関してそう詳しくはないと。例えば、非常用復水器のスタートに関して、とんでもな

い間違いをされている。それから半年くらいたってから調書の中でそういうことをまだご

認識になっていないところがあります。彼は補修の専門家であって運転の専門家ではない

わけです。このように自動的に、そのときたまたま所長だった人がやっていると、運転の

スペシャリストでない方が運転の指揮命令をしなければならないと言うことがあるわけで

す。そのことは非常に問題があると思います。 

 それからもう一つ、従業員の命、それからひいては地域の命の問題をどうするのかとい

うことについて、明確化したのかどうか。 

 もう１点。これはほかのものはまた質問書に書きますけれども、ここで新潟県は検証の

作業をずっとやってきているわけです。それに対して、原子力規制庁の方は傍聴にもいら

っしゃらない。同じようなテーマがここで議論されているにもかかわらず、それが全然振

り向かれもせずにこういうものを審査していく。その在り方というか、少し改善していた

だきたいような気がするわけです。そうでないと、何かここでは全然違う世界が勝手に繰

り広げられているという感じです。一度もここに来て、何がどういう進歩をしているかと

いう問題について関心を示していただかないということは、少し問題があるのではないか

と思います。それくらい、とりあえずここで伺いたいと思います。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 
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 まず、審査で見ていることを事実としてお話させていただきたいと思います。まず、体

制の明確化についてですけれども、委員おっしゃるように、本当に覚悟を持っている人間

がいるのかどうかといったようなものを審査するものではありません。あくまでも我々は

指揮命令系統、体制として明確なものが構築されているのか。あと、その判断が人によら

ないのか。人によって判断が変わってくるというのは適切だとは考えておりません。です

ので、適切に判断する者が定められているかということと、その判断基準がどうなってい

るのかを確認しております。例えば、ある対策の実施について、外からの干渉を受けずに、

確実に判断できる基準ということを示していただいて、それを確認するのですとか、だれ

がこの判断を行う、だれの責任で行うのかを確認していくということです。 

 たまたまいる人間が対策の長となるというお話についてですが、我々とすると、適切な

人間が本部長として任命されると考えております。 

 

（田中委員） 

 現状を根本的に変える必要はないというご判断なのですか。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 

 今回、昔からのものが変わっているとは思っておりません。とにかく、今回の申請され

ている対策というのは実施できうる体制かどうかということを確認しているということで

す。その体制については、審査の過程で、東京電力ホールディングスからは彼らとしての

事故の教訓反映というのは示しておりまして、それは当然、体制については改善している

という話は確認しています。 

 

（田中委員） 

 分かっていないですけれども、分かりました。 

 

（鈴木（元）委員） 

 今、田中委員がおっしゃった、なぜ今まで技術委員会に原子力規制庁の人たちが来ない

のかということについて、田中委員は改善してほしいと、随分と穏やかな表現をされまし

た。私はもう少し強い表現で言いたいと思います。なぜ来ないのですか。ここでいろいろ

な専門の委員が東京電力ホールディングスと何回も何回も議論しているのに、今までなぜ

来なかったのですか。それを改めていただきたい。少なくとも、だれか一人くらいは必ず

ここに来て議論をきちんとモニターすると。そして、あなた方の規制の業務の中にそれを

反映するということがあってもいいではないですか。どうでしょうか。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 ２点目については、これまでの新潟県とのやり取り等を確認したいと思います。この場

にいるメンバーがこれまでの我々の対応の理由をすべて把握しているものではないので。 

 

（鈴木（元）委員） 
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 分かりました。これまではいいのですけれども、これからますます検証委員会が本番の

議論を始めるわけですから、ぜひ、どなたかがここへいらして議論を聞いていただきたい

と思います。これについてどうですか。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 ひとまずそういうご要望があったということで、持ち帰らせていただきたいと思います。 

 

（中島座長） 

 事務局からは、原子力規制庁に傍聴等のお願いは今までも確かしていたと思います。 

 

（立石委員） 

 まず、津波の問題ですけれども、非常に不思議に感じたのですが、２３ページ、それか

ら２１ページです。この２１ページは地盤の支持の問題です。本来、地盤の支持のところ

に液状化というものが入ってくるのではないかと思うのですけれども、液状化は基準津波

のところで議論されているのです。地震動に伴って地盤の液状化が起こるわけです。それ

は別に津波が来る、来ないとは関係ないわけです。どういう認識でおられるのか、私には

全く理解できなかった。液状化というのは地震動に伴って、かなり地下水位が高い場所で

起こる問題でしょう。液状化は地盤の安全性の問題だと思います。津波とは関係ないわけ

です。どうしてこういう書き方がされているのか、私には分からなかった。 

 地震とか津波に関する問題は、本来は小委員会でやるべき、決めるべきものですからそ

ちらの議論に譲りたいと思いますけれども、今日、ここで一つ確認しておきたいのは、８

８ページです。使用済み燃料貯蔵槽、燃料プールですよね。これがわずか１枚しか資料が

ないというのは、本当に異常だと思うのです。福島第一原子力発電所事故の経験を学べば、

燃料プールを何とかしなければならないということはだれでも考えることでしょう。これ

を外部の電源に頼ったり、あるいは水の補給に頼るだけでは私は済まないと思います。な

ぜこんなことで通ってしまうのかが分からない。抜本的に燃料プールの構㐀について改善

することが当然必要だと私は思います。 

 併せて、１３４ページ。ここで圧力計とか水位計といったものについて書かれています。

これが福島第一原子力発電所事故のときに本当に故障だとか何とかということで機能しな

かった。これの改良をどうして義務づけないのか。どんな高温であろうと、あるいは放射

線が高くなろうと、やはり改良したものをつけるのが基本的な話だと思うのです。ここに

出されているものは従来のものなのか、改良されたものなのか。ここに計測範囲とありま

すから、多分、ここまではもつのですという話だとは思うのです。それは従来のものに比

べてどのように改善されたのかということを対比で示すべきだと思うのです。私は、事故

の進展状況を把握するうえで、この計測装置の重要性は非常に高いと思っていますので、

その点について、お考えをお聞かせいただきたい。 

 最後に、東京電力ホールディングスの適格性の問題です。ここに書かれていることで東

京電力ホールディングスに原子力発電所を動かす資格があるなどというのは、新潟県民は

だれも思いません。技術的能力だけを診断していて、ほかの電力会社に比べて技術的な能
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力が劣っているとは言えないというか、何と表現をしているのか私にはよく理解できない

けれども、いずれにしても、東京電力ホールディングスが原子力発電所を動かす資格はあ

るなどということを結論づけるこの検証はどれだけ行われたのか。東京電力ホールディン

グスはトラブルのたびに「このように改善していきます」ということを何度も何度も約束

してきたのです。県民／国民の前で公表してきました。ところが、それが次々と裏切られ

てきたからこそ、今、こういう事態になっているのではないですか。そこの部分をきちん

と検証するというのが、私は少なくとも原子力規制庁の果たす役割ではないかと思います

ので、適格性について、再審議をお願いしたいと思います。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 

 規制庁川﨑でございます。 

先ほど午前中のご説明のときには、時間がないものですから端折ってしまっていて申し

訳ございません。８８ページのＳＦＰ（使用済燃料プール）の対策ですけれども、有効性

評価では、二つの事故について、これはＰＲＡに基づくものではなくて、二つの事故につ

いて評価しなさいというのがあって、その対策はほぼ一緒だということで、この１枚だけ

しかなかったということです。 

 具体的に、使用済燃料プールの対策については、１２５ページを開いていただきますと、

先ほど電源に頼るというお話も少しありましたが、当然、電源喪失したときの想定をして

おりまして、まず、一義的には、可搬型で対応しなさいということがいわれています。つ

まり、プールの水面がまだ低くなっていない状態、つまり、プールの遮蔽が確保されてい

るような状態においては、人間が、まだこれも人手に頼りすぎだという形でお叱りを受け

るかもしれませんが、人がスプレイヘッダ、ノズルを持っていってホースを建屋の上から

下まで引きまして、消防車につないで注水をするという対策を執ります。一方で、かとい

ってかなり早い時間で水が抜けていくということも想定されますので、常設のスプレイヘ

ッダ、人が立ち入れない場合も考えた常設ヘッダーが整備されていることを確認している

ということです。 

 続いて、冷却についてです。１２６ページをご覧いただきまして、これも先ほど冒頭だ

けで端折ってしまった説明になって申し訳ございませんが、こちらも電源が喪失している

ことを想定いたしまして、常設交流電源、これは自動車メインになってしまっております

が、常設の電源設備です。こちらをつなぎ込んでというか、そちらでプールの冷却系を再

起動するとか、補機冷却系などが死んでいることも想定されますので、熱交換容器ユニッ

トを接続して冷却を行うという対策が講じられているところです。それで、この熱交換器

ユニットというのは炉心側の冷却と同時にやっても容量が足りていることも確認しており

ます。当然、ガスタービンの発電機についても、容量は炉心への対策と同時にこちらの使

用済燃料プールの対策もとれることは確認しております。 

 計測についてご指摘いただいております。こちらも我々としても思いは一緒でして、あ

のときに本当に見られなくなってしまったではないかということはあります。今回、まず、

第一に、常設の計装系についてはＳＡの環境条件に耐えられるようにしなさいということ

で、まずは強くしなさいというのがあります。それを改良したところで、それでもだめに
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なることがあるでしょう。なので、みたいパラメータをほかの計測計をもって推定できる

ようにしなさい。その推定する手順を整備しなさいということを求めております。ですの

で、単純に今までどおりというわけではなくて、ここは代替手段も含めてきちんと確認を

してきています。 

 以上、回答になっているか不安ですけれども、回答させていただきます。 

 

（原子力規制庁：内藤地震・津波審査部門安全管理調査官） 

 基礎地盤の話で液状化の話があって、小委員会でということでしたけれども、我々の審

査における考え方を説明させていただきたいと思います。 

 先ほどの２１ページの地盤のところで言われましたけれども、ここで言っている地盤は

基礎地盤ということで、ベタ基礎というのは西山層そのままですし、杭基礎を、今、東京

電力ホールディングスが液状化の議論が必要だと言った話を念頭に置いて言われているの

だと思うのですけれども、フィルタベントについても、杭を介して基礎、支持をする地盤

としては西山層になっています。西山層自体は我々もきちんとデータを確認して、液状化

を起こさないことを確認しております。西山層に杭を介して全荷重がかかってもきちんと

支持できることは確認していますので、基礎地盤の安定性に関して言えば問題はない判断

であると考えています。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 最後、適格性についてお答えします。これだけではなかなか信じられないというお考え

です。これはさすがに実際に事故を起こしていますので、人によってさまざまな受け止め

があろうかと思います。私どもは技術的な組織ですので、技術的能力を有しているか、そ

れを安全文化にまで踏み込んで確認したということです。おっしゃるとおり、口約束にな

ってはならない、あるいは一過性の宣言で終わってはならない。結局、これまでのやりま

すといってやれなかったことがあったではないかと。そういう話はまさに原子力規制委員

会の中でも出まして、だからこそ、これを保安規定にしっかり位置づけて、保安規定に書

いておけば、実際に我々が許可をしても、その後、運転している段階で、やはりこのとき

約束したことが実態としては守られていない、結局、安全を軽視しているということにな

れば運転停止を命ずることもできますので、まさにそういう同じような考えから保安規定

に位置づけたものです。 

 

（中島座長） 

 他にまだ発言されていない委員でご質問がありましたら。 

 

（藤澤委員） 

 一つ簡単なもので聞きたいのですけれども、ここに、例えば、地震動とかありますよね。

地震動の解析は分かるのですけれども、それに対する材料というか、原子炉の強度はどの

ように扱っていますか。経年変化ということがありますよね。あと、放射線とかそういっ

た影響でだいぶ強度が変化していくと。そういう扱いは、この場合、どのように審査され
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ていますか。 

 

（原子力規制庁：小山田実用炉審査部門安全規制調整官） 

 本日ご説明申し上げたのは、基本設計といわれるものです。先ほど、午前中、最後に川

﨑から補足させていただいたのですけれども、資料の１１ページをご覧いただきますと、

今後、工事計画の認可、詳細設計、今おっしゃった、材料がしっかり地震に耐えられる材

料を用いるとか、それが構㐀強度上もつものなのかとかそういったことを確認していくの

が工事計画、詳細設計の中で確認しています。今後、東京電力ホールディングスから補正

が出されます。劣化については、１０年おきに高経年化についても評価するという仕組み

がありますので、そういった中で確認していくことになります。 

 

（橋爪委員） 

 福島第一原子力発電所事故に基づいていろいろ基準を強化されたということなのですけ

れども、先ほどから議論されていますように、福島第一原子力発電所事故で全部を考慮し

たとは言えない部分が絶対にあるはずですよね。そういうときに、例えば、工学的に判断

し９９％くらいこのシナリオだろうと。もしかしたら０．１％違うかもしれない。そうい

う場合に、メインのストーリーの流れはこうなのだけれども、もしかしたら違うかもしれ

ないというようなときに、それを考慮すると基準が厳しくなる場合には、必ずそれは一応

検討されるのでしょうか。検証できないというか、爆発してしまってどうなっているのか

よく分からないところもたくさんあるわけですよね。そういうときに、どのように原子力

規制庁のほうで対応されているのか。結局、結論が出ないところでずっと、こちらかもし

れない、いや、もしかしたらこうかもしれないという議論をずっとしていて、それに対し

て結論が出ないというときに、原子力規制庁としては、残りわずかな可能性がある場合の

シナリオだったときに、今の基準で大丈夫なのかという検討をする余地はあるのでしょう

か。 

 

 

（中島座長） 

 どうでしょうか。それは規制基準そのものの話になってしまいますが。 

 

（橋爪委員） 

 そうですよね。あまり今日の議題ではないのですが。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 

 先ほど、田口からもご説明しましたとおり、新たな知見が出てきた場合には、必要に応

じて基準に反映するということもありますので、新たに得られるもの次第ということかと

思います。 

 

（橋爪委員） 
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 新たに得られるところを選別されているというのは、先ほど鈴木元衛委員がお怒りにな

ったように、いろいろな議論をしていて全部無視してしまっているのではないかと取られ

てしまったからそうなっているのだと思うのです。多分、そうではなくて、そういう場合

を含めて、こういうことでこの基準でいいのだということを原子力規制庁で言っていただ

ければ、原因究明は原因究明なのだけれども、安全基準としてはきちんと考えられている

ことは基準に取り入れていますということでは受け取り方が全然違うと思うのです。です

から、もしかしてこの可能性があるというお話があるときに、それだとした場合には、で

は、こういうことでこれはここの基準で入っているから包絡的に網羅するということで大

丈夫だという話になるのか、もちろん、多分、新たなものを追加しなければいけない場合

には追加されるのだろうと思うのですけれども、そこの新たな知見という経緯がとても難

しくて、そこがどうなるのということをお聞きしたいと思います。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 

 規制庁川﨑でございます。 

これは答えになっているかどうか不安なところはあるのですけれども、例えば、シビア

アクシデントの審査の中で、一方で、審査が進んでいる間に東京電力ホールディングスの

福島第一原子力発電所の２号機とか３号機の格納容器内の調査とかも行われておりました。

我々もそうしたところでどういったものが分かるのかというのは分からない中で、こうい

ったものになるのではないか、例えば、圧力容器を突き破るときに、真ん中から燃料が落

ちることを基本に評価はしてきているわけですけれども、実は端のほうから落ちてくるの

ではないかとか、そういったものも含めた審査は一部やっております。ただ、委員がおっ

しゃるようにすべてにそこがカバーできているかというところは、イエスと言い切るのは

難しいと思いますけれども、我々が審査をやっていて、可能な限りそうしたことも考えた

審査を進めてきたと我々としては思っています。 

 

（原子力規制庁：内藤地震・津波審査部門安全管理調査官） 

 補足させていただきます。基準の考え方の中でということだと、橋爪委員が言われてい

るのはそういうことだと思っていて、一応、分かっている範囲は分かっている範囲で対応

していますよねということであって、あれは壊れてしまっているし、格納容器の中は全然

見られない状況の中で、当然、分かっていないことがあるのだけれども、それも含めて今

の基準でカバーできていると考えているのかどうかという趣旨だと理解します。 

 ６ページを開いていただきたいのですけれども、確かにおっているとおり、まだ分かっ

ていない部分はたくさんありますし、調査しようにも壊れていますし、線量があれだけ高

いところに調査に入るというのは、現実的に今の段階ではできないのが現実です。ですの

で、そこの部分については、１Ｆ（福島第一原子力発電所）については廃炉を進める中で

見られるものは継続的に見て、それで新たな知見が出てくれば、必要に応じて基準で対応

して、必要があればバックフィットをかけていきますというのが基本的なスタンスになり

ます。ただ、一方で、今の基準で基本的な対策は全部カバーできているのかということで

すけれども、細かい話についてはいろいろな議論があるのは我々も認識しています。ただ、
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まずは外部電源が落ちてしまいましたというところに対しては事実であって、では、外部

電源がない場合にはどうすればいいでしょうかというところの対策については、当然、基

準に入れています。では、外部電源が落ちたうえにさらに非常用発電機が動かなくなりま

したと、あとは配電盤も全く使えなくなりましたということに関しての基準要件もかけて

ありますし、当然、海水ポンプが使えなくなりましたということについてもかけてありま

す。あとは、当然、ここにありますように使用済燃料プール、先ほどもありましたけれど

も、あのはらはらした状況でという話がありましたけれども、使用済燃料プールの冷却が

できなくなった場合についてはどうするのかというのは要求をかけてありますし、水素爆

発の話もありましたけれども、水素が発生するような状況になったときに、それを如何に

収束させるのかということについても基準の中には書いております。 

 こういう形で、ここに大きく論点としてあげておりますけれども、こういったものが起

こったとして、原因がどうかは別としても、これが起こったときの対策としての要求は基

準の中にかけてありますので、最低限の、福島の事故で起こっていて今分かっているもの

で、当然、こういうことが起こったら困りますよねというか、付随的なものがありますけ

れども、それらについてはすでに基準要件として入れてあって、その対策をとることによ

って、福島のときもやりましたし、また新たな対策という形でもやっておりますけれども、

そういう対策でカバーできるという形の基準は作り込めていると思います。ただ、これで

すべてだとは思っていませんので、当然、新たな知見が出てくれば、それは基準として採

用していくという考え方でやるということです。 

 

（田中委員） 

 とても簡単なことを二つ。一つは、この先の話ですけれども、東京電力ホールディング

スは今回の位置づけとして言うと、川﨑さんが訂正されたように、今、設置変更の許可ま

で終わったと。それから、その先はまだやっていないということでよろしいのですよね。

そうすると、これはいつくらいまで。これは東京電力ホールディングスに聞けばいいのか

もしれないけれども、どのくらいの時間がかかるものなのですか。ドキュメンテーション

（情報を整理する作業）がすごくあると思うのですけれども。 

 

（原子力規制庁：川﨑実用炉審査部門安全管理調査官） 

 今後の工事計画の認可、あるいは保安規定の審査、二つ審査が残っているわけですけれ

ども、工事計画の認可については、前例を見ていただくと、そこはそこで大体感覚がつか

めるのかなとは思うのですが、ただ、前例とは言っても、今、私どもで審査を進めている

東海第二発電所の工事認可とか、ああいう期限のあるようなケースもありまして、一概に

どれくらいということを申し上げるのは非常に難しいと思っております。東海第二発電所

ですと、去年の１２月でしたか、補正の第１回目が出てきて、今年の２月に第２回目の補

正が出ています。その審査が、今、我々が聞いている限りでは、事業者から説明が終わる

と言われているのが８月末までに審査書類が出される。当然、審査書類がひととおりそろ

ってから、我々、内容の精査とかはしますので、やはり半年以上はかかります。それでも、

今、かなり審査リソースを投入して進めている審査でそういった感じなので、それ以外の
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ものについては言わずもがなという、もっとそれ以上かかるというのが一般的な考え方だ

と思います。 

 保安規定の審査については、正直なところ、分かりません。いい加減なことは申し上げ

られませんので。ただ、今回、一般的な保安規定の審査とは異なりまして、先ほどの適格

性の議論もありますので、正直、想像がつかないというのが正直なところです。 

 

（田中委員） 

 もう１点。これは少し幼稚な質問かもしれません。８ページの絵をずっと見ているのだ

けれども、新規制基準を作るに際して、福島第一原子力発電所事故直後に言われていたの

は、設計事故事象ばかりで深層防護でいう３層までしか日本は法的にはなかったと。それ

を５層にするのだという議論が専門家の間であって、それを前提にしながらこういうもの

を作っていただきました。定義にもよるのでしょうけれども、５層の場合には、避難の問

題とか、それは手放されたと思うのですけれども、８ページの図、もし、外国の方に日本

は何層でやっているのだと言われたら、何と答えたらいいですか。層というのはもうない

のですか。使わないのですか。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 この図は原子力発電所の施設側で担保するものが書いてありまして、５層というのは住

民の避難という原子力災害対策特別措置法に基づいて対応するものだと我々は整理してお

りますので、この表に書いてあるものは４層までになります。 

 

（田中委員） 

 原子力規制庁は４層までのところを監督すると。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 はい。 

 

（田中委員） 

 そうすると、４層でできていますと、深層防護は。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 原子力規制庁が担当するのは４層までです。 

 

（田中委員） 

 ５層は投げたということですね。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 投げてはおりませんで、原子力災害対策特別措置法に基づいて避難計画を作る活動にお

いても我々の役割はあります。我々はそこを技術的にサポートするということがあります



- 44 - 

ので、それはそういう形で関与しております。原子炉等規制法に基づいて、我々は許認可、

実際に判断するのは４層までです。 

 

（中島座長） 

 よろしいですか。防災のところは少し難しいですけれども。 

 

（田中委員） 

 層という概念を使わないということですね。 

 

（中島座長） 

 深層防護は、田中前規制委員会委員長もいろいろな説明会で使われていて、そこは、多

分、国際的な基準に合わせてやっているとは思います。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 基準の中に何層という言葉としては出てきませんけれども。 

 

（田中委員） 

 ＩＡＥＡ（国際原子力機関）などは４をたしか二つに分けていますね、４ａ、４ｂと。

シビアアクシデントに入る直前までの活動、それから入ってしまった場合。それらを見る

と、これはどれですか。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 ４層までです。シビアアクシデントに入った後も含めて。ただ、あくまで我々が見るの

は施設側ですので、住民の避難側は原子力災害対策特別措置法に基づいて対処されます。 

 

（田中委員） 

 黄色が４層ですか。 

 

（原子力規制庁：田口原子力規制企画課企画官） 

 大きくはそういうことです。黄色が４層です。 

 

（中島座長） 

 よろしいですか。大体時間が丁度予定くらいになりましたけれども。 

 先ほど、鈴木元衛委員が手を上げていたかと思いますけれども、よろしいですか。 

 

（鈴木（元）委員） 

 いいです。 

 

（中島座長） 
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 よろしいですか。 

 では、よろしいでしょうか。最後に出た防災のところは、個人的には本当は原子力規制

委員会の中で全体を通して確認してもらうべきではないかとは思っておりますけれども、

それはまた今日の議論とは別の話になるかと思います。 

 それでは、丁度時間になりましたので、ここの議題の１番目の適合性審査についてはこ

れで終了させていただきたいと思います。原子力規制庁の皆さん、いろいろ丁寧なご説明

をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 原子力規制庁の皆さんはこれで退席されることになります。 

 席替えなどがありますので、今から４０分まで１０分間休憩とさせていただきます。 

 

（休 憩） 

 

 

（中島座長） 

 再開します。 

 議題の「その他」ということで、前回の東京電力ホールディングスの未解明問題の検討

について、委員から質問をいただいております。それに対する説明を東京電力ホールディ

ングスからお願いしたいとも思います。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 

 東京電力設備管理部の山本と申します。 

 田中委員からいただいたご質問について回答いたします。ご質問はその１とその２で大

きく二つございます。質問１は（１）から（４）まで頂戴しています。回答についてはお

手元に配付しております。一言一句読み上げることはいたしませんので、ポイントについ

てご説明させていただきます。まず、（１）事故とは具体的に何かということについてです。

これは右側に書いてあるとおりで、これまでの事故調査で、津波によって広範な安全機能

を失ったと考えております。さらに事故に対する備えが不十分であったため、事故進展が

とめられなかったがとられなかったということです。福島第一原子力発電所事故の総括及

び原子力安全改革プランというものをまとめておりますが、この中では、技術的な問題に

加え、事故の背景となった組織的原因についても分析しております。これに基づき、原子

力安全改革プランというものを遂行しているところでございます。 

 （２）についてです。ハードだけでなくソフト面等も対策を考慮しているかということ

ですけれども、回答の（１）過酷事故の想定と対策、（２）津波高さの想定と対策、（３）

事故対応から学ぶについて、それぞれ検証を行っております。なお書きのところですけれ

ども、津波が事故の根本的原因ということではなく、直接的な原因であると考えておりま

す。これらを踏まえ原子力安全改革プランを取りまとめているところです。 

 （３）でございます。根本原因は解決済みと公言しているというご指摘でございますけ

れども、事故発生後の詳細な進展メカニズムにつきまして、前回ご報告いたしました未確

認、未解明事項といったものの取組みを続けております。今後、廃炉に向けた知見や事故



- 46 - 

のシミュレーションの精度向上といった、原子力安全技術を継続的に改善させるといった

ことを目指した活動でございます。また、これを通じてさらなる安全性の継続的な向上を

目指してまいりたいということでございます。 

 （４）でございます。東京電力ホールディングスが技術委員会や課題別ディスカッショ

ンを軽視しているというご指摘でございますけれども、技術委員会や課題別ディスカッシ

ョンにおいて、今後、柏崎刈羽原子力発電所の安全対策等に反映すべき事項が判明した際

には、随時、反映していきたいと考えておりまして、こちらにおける議論を軽視している

ものではございません。また、先ほど、原子力規制庁からもご説明がありましたとおり、

当初は福島第一原子力発電所事故の教訓を抽出して安全対策を実施し、それを原子力規制

庁の審査会議においてもご説明させていただいているということでございます。これまで

実施してまいりました技術委員会の課題別ディスカッションでの議論や地震動ディスカッ

ションについても議論を継続しているものの、これらを踏まえて、考えられる事象に対す

る対策についても発電所において実施しているということでございます。柏崎刈羽原子力

発電所の安全性をさらに向上させる、それに資するための議論として、これまでの議論を

通じて得られた提言等を念頭に置き、技術委員会の皆様にもさらにご議論をいただければ

と思っております。 

 質問の２でございます。現場調査などで廃炉が進んでいくと、現場の保存がきちんとで

きているのかと。また、未解明問題を担当しているグループのかかわりはどうであるかと

いったこと。１号機の４階、５階の状況についてご質問をいただいています。未解明問題

を担当しているグループは現在、東京電力ホールディングス内の福島第一廃炉推進カンパ

ニーという組織に所属しております。こちらでは、福島第一原子力発電所の廃炉について

の業務を行っているわけですけれども、その中で、燃料デブリの取り出しプロジェクトと

いうものに参画しておりまして、これまでも随時、明らかになってきている格納容器の内

部の状況やこのような調査についてもかかわっております。廃炉、現場調査と同じ方向を

向いて取り組んでいます。 

 事故の検証につながる情報はなるべく残したいということについては、原子力規制庁と

も議論しているところでございまして、原子炉建屋内などこれから調査が進んでいく部分

についても残すべき情報はしっかり残してまいります。 

 １号機の４階と５階の状況ですが、５階については現在、使用済み燃料プールの中の燃

料取り出しに向けた準備作業をしています。具体的にはガレキの撤去を行っておりますが、

その撤去作業の前には写真や線量の記録を取っております。また、進捗状況につきまして

もホームページで公開しております。なお、４号機につきましては、平成２７年２月の新

潟県技術委員会の調査以降、作業を実施しておりません。こういったエリアで作業をする

際には、放射線の線量が高いこともありますので、担当のグループが作業する場所や予想

線量の計画等を申請し許可を得るという、通常の運用に加えて、１号機の４階、５階の入

域は、これらのフロアを管理している部署の許可が必要になっておりまして、勝手に作業

をすることのないようにしております。 

 

（中島座長） 
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 ただいまの東京電力ホールディングスからの説明につきまして、ご質問等がございまし

たらお願いします。 

 

（田中委員） 

 去年の末に、根本原因が解明されて、それに基づいて対策を施したということに引っか

かっています。根本原因というのは津波ですといった話は聞きたくないわけです。福島第

一原子力発電所事故の原因といったときに、いろいろな事故の側面があるわけで、津波で

やられた側面もあるかもしれないけれども、放射線物質をばらまいた側面もあるわけです。

そこまでのプロセスにどのようなことが起きたのか。それは全部根本原因ですよね。どこ

からどこまでの範囲についての根本原因が解明されたのか。根本の原因は、これでいうと、

ただ、津波がきて電源喪失が起きシビアアクシデントに入ったと。それだけのことを言っ

ているのですか。事故のスパンやプロセスといったところはどうなのかということを全部

解明したということなのか、どちらなのでしょうか。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 

 （３）の右側に回答しておりますとおり、根本原因と我々が考えるものにつきましては、

今、田中委員がおっしゃったとおり、事故の進展に伴うもの、当社の組織的な原因などを

分析したうえで、原子力安全改革プランというものを取りまとめておりますので、我々と

しては津波が根本原因だと考えているわけではございません。 

 

（田中委員） 

 解明されたという主張は、実は２０１５年にもされています。全く同じことをここで、

約３年経ってからもお話をしていますが、その意味が分からないわけです。ソフト面にも

入っていますというけれども、２０１６年２月にメルトダウン通報の問題が浮上しました。

根本原因が全然解決されていないじゃないですか。２０１５年に根本原因は解明され対策

を施していると。ソフト面でやっているといっても、今まさに、この技術委員会の課題別

ディスカッションの課題４でメルダウンの通報問題が浮上したわけです。ここだけかとは

言いませんけれども、新潟県の技術委員会というのはまさに事故の根本原因の解明をいろ

いろな側面からやっているわけでしょう。私はこの話を聞いたときに、この時期に一体何

を言おうとしたのかと。それで原子力規制庁の安全審査も通り、両方合わせて運転させて

くれといった請願書のように見える。なぜ、２０１７年１２月２５日にあのメッセージを

出さなければいけなかったのか。よく調べてみたら、このメッセージはどこかで見たこと

があるぞと思って見たら、進捗状況の２０１５年と一字一句変わらないものがあるわけで

す。しかしその後いろいろなことが分かっている。宣言するのは勝手ですけれども、どこ

の事故の側面の根本原因が解明されて、それを対策として施しているということを具体的

に書かないと、ただ、こんな宣言をしても驚くだけです。そのことを質問しているのです

けれども、だれも分かる津波の話しかないと。 

 そうすると、結局、課題別ディスカッションでやっている、例えばＳＲ弁の音が１号機

だけ全然鳴らなかった、聞こえなかったなどいろいろな問題があるけれども、ＬＯＣＡ（冷
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却材喪失事故）みたいなものが、特に１号機に限って起きているのではないかとか、津波

の遡上が起こる前にＳＢＯ（全交流電源喪失）が起きてしまったのではないかとか。一番

最後に津波が到達しなければいけない１号機が一番早くＳＢＯを起こしている。ＳＢＯも

含めて、１号機では何か起きている可能性があるのです。先ほど橋爪委員がおっしゃって

いたけれども、９９％はそうなのかもしれない。しかし１％は違うかもしれない。私は１％

とは思わないで、１号機に関しては半々以上だと思っています。根本原因にかかわる非常

に重要な事態が発生している可能性があると思うのです。違っているかもしれない。そう

いったことを全部すっ飛ばして、号機通して全部解明し対応しているとおっしゃっている

のですが、具体的な話が全く見えてこない。原子力規制委員会の中で、東京電力ホールデ

ィングスの質の問題などいろいろな問題があるけれども、そういうことも含めて、解明さ

れてないものを今やっているといった認識をなぜ共有できないのかということです。 

 認識の共有というのは、新潟県の技術委員会で一生懸命頑張っていると思うのです。日

本でこの問題を一生懸命やっているのは、原子力規制庁もやっているのかもしれませんが、

東京電力ホールディングスもやっているかもしれない、当然、新潟県技術委員会でもやっ

ているわけですけれども、その中で、一人こんなことを宣言していいのですか。私はその

ことに疑問を感じるわけです。答えをいただいたけれども、全く納得ができない。端的に

言うと、２０１５年に根本原因を解明したとおっしゃっているけれども、その後、解明し

ていなかったものが出たという認識をお持ちですか。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 

 もともと、ここで申し上げている根本原因だとか解明したといっているのは、２０１３

年３月に公表しております。安全改革プランにおける検討、検証をしたものでございます。

今、委員がおっしゃられたとおり、その後のメルトダウンの話ですとか、また、当社の組

織内の問題としては免震棟、防潮堤の問題ですとか、随時、発生してしまっているもの、

この取組みを進めているにもかかわらず、いまだ反省すべき点があるということは重々承

知おりまして、これで歩みを止めるといった気持ちでいるものではございません。 

 

（田中委員） 

 ということは、解明されたというのは、撤回されたほうがいいと思います。解明してい

く方向で一生懸命頑張っていますという話ではないのですか。 

 

（中島座長） 

 言葉づかいの問題のような気もします。根本原因といわれると、どこまでというのが確

かに出てきて、この現象に対してこれが原因になったというのは分かる、先ほどの規制委

員会の説明の中でも、地震なのか津波なのかともかくとして、全電源喪失に対してこうい

った対応、対策をすると。これがだめだったからそうなったということになっているわけ

ですから、（２）の回答にも、過酷事故の想定と対策に対して根本原因とか、津波高さの何

とかに対しての根本原因とかとなると、個別の根本原因という、多分、根本原因というイ

メージがどうなっているかという、根本原因で出した質問、ここで言っている事故という
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のはどこまでを指しているのか。根本原因が分かったというのは、それを全部言っている

のかという質問になるかと思います。用語をどのように考えるかと。ルートコーズアナリ

シス（根本原因解析）のような、ずっと遡って、いろいろな枝を広げてやるようなイメー

ジの根本原因であれば、我々はやっていますよというスタンスになるのではないかと思い

ます。感想になります。東電さんコメントありますか。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 

 今、座長がおっしゃられたように、根本原因といったときに、どこまでを指しているの

か、何について言っているのかというところが明確さを欠いているというところは同感で

ございます。この辺も、対外的にものを申し上げていくときに、もう少しはっきりさせて

いきたいと思います。 

 

（田中委員） 

 同感ですとおっしゃって、本当にそのままなのです。答えていただいている話が全く違

って、事故というのは何を指しているのですかと。同感だったら同感の答えを書いてきて

ください。これだと、事故原因が全部分かってしまったと。あとは改革プランと、東京電

力ホールディングスの最終報告書なのですか。２０１２年６月２０日に出ているのは訂正

もしないのですか。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 

 ２０１２年６月に出た事故調査報告書については、その後の改定はしておりませんが、

それにかわるというか、補完するような位置づけとして、前回も報告させていただいた未

解明事項について検討、検証を進めているということでございます。 

 

（田中委員） 

 ここにはそう書いていませんよね。原子力安全改革プランと事故報告書の二つからこう

いう結論が出たとおっしゃっているけれども、なぜここでこんなことを言わなければなら

ないのか理解できない。知らない方がこの文書を見ると、東京電力ホールディングスは全

部事故を解決しているのだと思ってしまいますよね。撤回というのは少し強い言葉だった

かもしれないけれども、あれはリバイスする必要があると思います。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 

 前回もご説明申し上げたと思いますが、未解明事項に対する取組みは今後も続くものだ

と考えておりますし、そこで得られた知見については、反映すべきは反映するという姿勢

ですので、そういう意味での活動はこれからも続けてまいりますし、続いていくものだと

思っています。 

 

（立石委員） 

 質問を出さなかったのですけれども、これを読んでみて、非常に客観的なものの言い方
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をされているわけです。例えば質問１（２）ですが、右側の回答の（１）に根本原因とあ

りますけれども、こういうときに、東京電力ホールディングスの社として判断したのかど

うか。「さらに安全性を高める必要性は低いと思い込んだ結果」と。だれが思い込んだので

すか。「過酷事故対策の強化が停滞した」と。停滞させたのでしょう、やめたのでしょう。

だれが責任を取るのかという姿勢が全然出てこない文章なのです。私はこの技術委員会で

ずっと言っていたけれども、現場で働いている技術者を中心とした人たちは、それなりの

思いを込めてレポートを出しまとめていく、そして提言するわけです。それを経済的な理

由で、お金がかかるからやめなさいといった最終的な判断が出てきてやめざるを得ないと

いうことが起こるわけです。これは、そういうところの責任をあいまいにしてしまう根拠

になっているわけです。当時、そういうことを決断して停滞させた人。そこら辺の責任を

きちんと問うという体質が東京電力ホールディングスにない以上、そのままずるずると、

また同じことが起こる可能性は否定できないというのが現実ではないかと思うのです。 

 特に津波の問題についても、技術者はそういう計算して、可能性はありますよと言って

いるのに、それを、まだ知見のレベル、コンセンサスを得られる状況ではないので、もう

少し待ちなさいと。国にはすでにそういう提言をしているにもかかわらず、東京電力ホー

ルディングスの中の圧力でやめてしまう。こういった体質そのものが問われているのです。

そこのところの、会社としての体質のことが何も書いていない。今、田中委員から質問が

あったようなこともそうなのだけれども、レポートを出せばいいということで、すべてが

進んでいくような感じがしてしまうわけです。それぞれの文章について責任を負っている。

特にこういった事故を起こしたら責任というのは東京電力ホールディングスにあると一般

的に言われても困るのです。実際にそれを引き起こす引き金になった、決断をした人がい

るわけでしょう。対策をやめなさいと、必要ないと判断する人がいるわけですから。そこ

の部分はもう少し踏み込んで議論やっていただかないといけない。それを文書にしろとか

ということではなくて、議論の中では、組織の体質の問題にきちんと触れるべきだと。そ

うでなければ、この事故はなくならないと思います。 

 

（佐藤委員） 

 今、立石委員がおっしゃったことの参考になるかもしれませんけれども、アメリカの場

合、ＮＳＲＢ（Nuclear Safety Review Board 原子力・放射線研究委員会）というものが

ありまして、経営層に対して安全上の助言をする非常に強力なチームです。そういうもの

があればすべて解決だというものでもないのでしょうけれども、そんなに簡単なものでは

ないということはもちろん分かっているのですけれども、こういう組織を作って運営しな

さいというのは、アメリカのＡＮＳＩ（米国国家規格協会）規格の基になっているのはア

メリカ原子力学会。それをＡＮＳＩがエンドースした国家規格になっています。その組織

のメンバー、資格、運営方法など非常に詳しく書いています。そういうものがなかったの

かと思われます。それを考えたほうがいいのではないかといった、そんなストレートなも

のではないですけれども、そういうものを運営している国もあったということです。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 
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 今、佐藤委員がおっしゃったＮＳＲＢと似たような取組みを昨年から始めたところでご

ざいます。我々もＮＳＡＢと言っているのですけれども、メンバーとして、欧米は原子力

の国際機関もしくは発電所で責任のある立場だった方々を５名ほどお招きして、定期的に

我々の取組みや仕事の運用、第三者的に見ていただくといったことを続けております。 

 

（鈴木（元）委員） 

 今のご説明に対して簡単な質問をさせていただきます。そのメンバーの人たちに、この

技術委員会の議論は紹介されていますか。全然関係ないのですか。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 

 まだ３回くらいしか日本に来ていないのですけれども、これまで、特に紹介したことは

ありません。見ていただいている中身は、現場での運営にかかわるようなもの、安全に直

結するような活動に対するものが多くなっていると思っています。 

 

（鈴木（元）委員） 

 技術委員会でどのような議論をされているかも、ぜひ、そちらのメンバーの方に伝えて

いただきたいと思います。 

 

（東京電力ＨＤ：山本原子力設備管理部長） 

 次に来日される際には、ぜひ紹介したいと思います。 

 

（中島座長） 

 議題については以上でございます。 

 これから、報告ということで、１番目の東京電力ホールディングスと新潟県の合同検証

委員会の検証結果ということで、冒頭のあいさつの中でもありましたけれども、合同検証

委員会の山内委員長から報告書の提出があったということですので、その内容について、

委員長の山内委員からご説明をお願いいたします。 

 

（山内委員） 

 お手元も資料を使ってご説明いたします。検証結果報告書（概要版）という薄いものと、

検証結果報告書という本文がありますのでご覧ください。概要版に沿って説明し、必要に

応じて報告書本文を使って説明します。 

 概要版の１ページをご覧ください。まず、東京電力ホールディングスと新潟県が設置し

た合同検証委員会の設立と運営の経緯についてご説明いたします。この技術委員会ですが、

前々新潟県知事の要請を受けて、平成２４年度から福島第一原子力発電所事故の検証を進

めております。その中の課題別ディスカッションの中の一つが、「メルトダウン」や「炉心

溶融」という情報発信に関するものでありまして、この中で議論を行ってまいりました。

合同検証委員会のメンバーには、その技術委員会のメンバーが含まれております。課題別

ディスカッションの中で、「メルトダウン」や「炉心溶融」という言葉を使わないようにす
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る指示は確認されていない、あえて言えばこのような言葉を使うなという空気が社内を支

配していたというご説明がありました。空気の支配というのはいかなるものかということ

について、課題別ディスカッションで意見したことがあります。 

 （２）にありますように、平成２８年２月に、事故当時の社内マニュアル「原子力災害

対策マニュアル」に原災法（原子力災害対策特別措置法）１５条、炉心溶融の判定基準が

明記されていたことが明らかになりました。つまり、炉心溶融という言葉は決して定義さ

れていないものではなく、技術的に定義された形で、１５条で発信すべきものであったと

いうことが明らかになったわけです。さらに、②にありますように、平成２８年３月フジ

テレビ報道で、平成２３年３月に行った東京電力ホールディングスの記者会見中に清水社

長が武藤副社長に対して、「炉心溶融」などの言葉は使わないように指示を出していたこと

が報道されました。非常に明確に「炉心溶融」は使うなということが録画されておりまし

た。このため、東京電力ホールディングスは第三者検証委員会を設立し検証を開始いたし

ました。 

 第三者委員会は、以下の四つの項目がありますが、事故当時の社内マニュアルにそって、

炉心溶融を判定・公表できなかった経緯や原因。事故当時の通報・報告の内容。新潟件技

術委員会に事故当時の経緯を説明する中で誤った説明をした経緯や原因。その他、第三者

検証委員会が必要と考える項目。これらについて検証し、検事を経験された弁護士の方が

中心になって作った第三者検証委員会だったため、非常に詳細で的確な審査、ヒアリング

などに基づく検証が行われたと理解しております。この中で、平成２８年６月に結果が公

表されました。 

 （４）です。その後、第三者検証委員会でも明確にされないものが残ったため、東京電

力ホールディングスと新潟県が平成２８年６月に合同検証委員会を設置し、その後、委員

会を開催するなど２年弱のヒアリング等の調査を経て、結果を取りまとめ、今般、結果を

提出したものであります。 

 ２ページ目に体制があります。委員は、佐藤委員、立石委員、東京電力ホールディング

スの小森委員が参加されました。 

 内容について簡単にご報告いたします。調査方法などにつきましては３ページにありま

すので、ご覧ください。 

 ５ページの検証結果です。先ほど、第三者検証委員会で述べた四つの部分をさらに六つ

のポイントに分け検証いたしました。第三者検証委員会で積み残しがありました、事故当

時の社内マニュアルにそって炉心溶融を判定できなかった経緯や原因につきましては、①

「炉心溶融」等を使わないようにする指示として検討いたしました。事故当時の通報・報

告の内容というテーマにつきましては、②と③の原子力災害対策特別措置法に基づく対応、

③炉心溶融の根拠として検討いたしました。三つ目の、新潟県技術委員会の事故当時にお

ける説明の中で誤った説明をした経緯や原因につきましては、④新潟県技術委員会に対す

る東京電力ホールディングスの対応、⑤「炉心溶融」の定義が明らかにならなかった原因

として検討しました。最後の、その他第三者検証委員会が必要と考える項目については、

６番目の事故時運転操作手順書に基づく対応を検証いたしました。 

 簡単に、概要に従って検証結果を述べます。最初に１の「炉心溶融」等を使わないよう
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にする指示ですが、５ページ一番下にありますように、調査結果を踏まえた考察としまし

て、合同検証委員会は、清水社長が官邸など外部から直接電話などを受けて、平成２３年

３月１４日の記者会見で、「炉心溶融」などの言葉を使わないよう指示を出したという事実

を認定することはできなかったと。したがって、清水社長は直前に外部から電話などで指

示を受けて、社員に対する伝達を命じたことはないと合同検証委員会の多数の委員は考え

ました。その理由といたしまして、やはりこれも多数意見ですが、清水社長は、内閣総理

大臣、内閣官房長官から情報共有するよう前日にかけて強く指示を受けており、官邸の指

示を忖度して、自らの判断で平成２３年３月１４日、広報担当者経由で「炉心溶融」など

の言葉を使わないよう指示したと判断いたしました。なお、この指示は直接的には清水社

長から他の社員には伝わっておりません。これを考える根拠となった清水社長の証言につ

きましては疑義を指摘する委員の意見がありました。 

 以上、私どもの合同検証委員会の見解といたしまして、官邸など東京電力ホールディン

グス以外の組織に組み込んでヒアリングなどを行い、この問題の結論を出すことはできま

せんでしたが、個人的な見解といたしましては、おそらく清水社長がおっしゃった、自分

の判断で、前日からの強い官邸からの情報共有の指示にしたがって判断したいというもの

が正しいのではないかと思います。これは非常に重要な問題を含んでいまして、首相官邸

のあり方といたしまして、これが当時の民主党政権では、情報はすべて公開せよ。ただし

その情報は根拠が確実で、かつ事前に官邸と共有されたものではなければならないという

ことを強く東京電力ホールディングス側に求めていたわけです。しかし、現実の状況で、

詳しい計器などによる計測などが不可能ですから、根拠に基づいた確実な情報に基づいて

炉心溶融ということを判断ことは不可能ですから、このような指示を出すということがつ

まり、炉心溶融という言葉を使うなと意味するに等しいのではないかと、私は考えます。

したがって、担当企業の経営者が忖度することを予想した態度をとるというのは、一種の

ダブルバインド（二重拘束）でありますが、官邸に責任回避があったと考えております。 

 先ほどの空気の話ですけれども、「炉心溶融」、「メルトダウン」という用語を使用しては

いけないという空気のようなものが醸成されたと強く感じたということですが、だれの責

任で、どのような基準で判断するのか明確にすることが改善の前提であるという原則から、

今日、繰り返し提起された原則とすれば、空気によって支配されていたということは、望

ましくない報告、検証結果になるところ、今回の合同検証委員会によって、清水社長が自

らの判断で社会的パニックを避けるために行ったものであると。官邸からの指示を解釈し、

指示を出したという言葉があり、その面では、決定の経路が確定されたと思います。 

 次に、７ページ目の２の原子力災害対策特別措置法に基づく対応です。検証結果として、

原災法第１５条の通報の運用において、なぜ通報しなかったのかということですが、通報

を避ける意図があったのではなく、第１５条の中に記述があることを知らなかった。また

は知っている職員と、それを通報する職員との間の連携がとれていなかったのだろうとい

う判断するものであると。詳細については本文に書いてありますので、お読みください。 

 前後いたしますが、委員の中では、必ずしも意見が一致しないものもありますが、委員

の意見はそれぞれの意見書の本文の中に記載しておりますので、そちらをご覧ください。 

 続いて、３「炉心溶融」の根拠になります。東京電力ホールディングスが電力会社間で
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情報共有しながら原災法第１５条の炉心溶融の判定基準を定めていたことの説明があり、

委員の間で、そうであるということになりました。それは業者の間のスタンダード、規格

を策定するフォーマルとインフォーマルの間になるような組織の活動だと理解しておりま

す。工業基準を定める場合の通例だと思いますが、そのようなやり方は記録が散逸してし

まうことや、責任の所在が不確定になることもあるため、十分な注意が必要であるという

委員の意見もあります。いずれにいたしましても、「炉心溶融」という言葉は、我々のテー

マの中にありますように、平成２５年の改定の際に削除されております。それが今回、東

京電力ホールディングスの中で平成２８年２月まで表面化しなかった理由だと私どもも承

知しております。つまり、技術委員会の担当者が原災法を読んでも、炉心溶融という言葉

はなくなっているわけですから、原災法の中に「炉心溶融」という言葉はないというわけ

ですが、平成２５年の改定の際に削除されました。 

 したがいまして、今後は「炉心溶融」という言葉はいくら待っても出てこない。それは、

「炉心損傷」という言葉で代替されております。しかし、炉心損傷の判定基準は非常に引

き下げられ、よりクリティカルな状態になる前の段階で発信されることになっております。

しかし、他方で「炉心溶融」や「メルトダウン」といった言葉は慣用語として使われると

思いますので、原災法第１５条で技術的に定義された言葉と、「炉心溶融」というメディア

や一般で使われる言葉の間に乖離について、我々が事前に承知しておかないと、自治体の

迅㏿、的確な活動やあるいはメディアにおける混乱というものが、前回と同じように繰り

返される可能性があります。 

 最後に、６の事故時運転操作手順に基づく対応です。本文の４４ページに、事故時運転

操作手順書、事象ベース（ＡＯＰ）から徴候ベース（ＥＯＰ）への判断という図が記載さ

れておりまして、事故発生の段階でＡＯＰとＥＯＰを併用して活動していた。次第に事故

が深刻化して、ＳＯＰを使いながら対応していたが、それでも対応ができなくなったとい

う状況だろうと私どもは理解しました。 

 以上で私からの報告を終えます。佐藤委員、立石委員からコメントがありましたらお願

いいたします。佐藤委員からどうぞ。 

 

（佐藤委員） 

 特に私からはありません。 

 

（立石委員） 

 この報告をまとめてから少し時間が経っているのですけれども、私がその間にいろいろ

と考える中で、やはりまだよく分からないところがあります。それは、誰がどうこうとい

うことよりも、ＣＡＭＳのデータが出てきた１４日の段階で、当時の基準に従えは、炉心

溶融に至っているということを誰も判断しなかったのはなぜだろうと。その基準を作った

人もいるし、そのＣＡＭＳのデータを発出して、当時の原子力安全・保安院や内閣府など

に送っているわけです。しかし、この定義に従えば炉心溶融に至っているという判断がだ

れもできなかったと。これは非常に大きなことで、確かに情報隠しうんぬんということも

あるけれども、炉心の状態がどのようになっているかということを判断する基準であった
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にもかかわらず、電源が回復してＣＡＭＳのデータが得られたと。それが現場からすぐ発

出されているわけです。こういうデータが出ましたと。しかしそれをきちんと判断できな

かったというのはなぜなのだろうと。いろいろと議論がありまして、科学的に炉心溶融と

いうものの定義が非常にあいまいだという思いが、社内だけではなくて全体的に広がって

いたことは事実なのだけれども、しかし当時の、防災会議も含めて、これが炉心溶融の定

義だと。そのときにはどう対応しなければならないかということは、本来、決まっていた

はずなのに、それを全部サボタージュ、無視したというのは、もっと大きな問題があるの

ではないかという気がしています。どのような形で議論していけばいいのか分かりません

けれども、同じことはいえないのではないかと。きちんとしたデータが出てきても、それ

を判断する能力がないというのは困りますね。私たちも含めて、もう一度、基本に戻った

ほうがいいのではないかという気がします。 

 

（山内委員） 

 立石先生、ありがとうございました。小森委員ありますか。 

 

（小森委員） 

 特にございません。 

 

（山内委員） 

 以上をもちまして、合同検証委員会の活動は終了し、報告書の内容を、この技術委員会

にも報告いたしました。非常に多岐にわたるものでしたが、それぞれの委員の専門に基づ

いた分析の結果、一定の成果が上がったのではないかと考えております。ありがとうござ

いました。 

 

（田中委員） 

 私は最後のマニュアルの問題に納得ができないのです。どのように運転の操作が行われ

たかということは、平成２３年、事故が起きた年ですけれども、半年後の１０月２４日だ

と思いますけれども、経済産業省に運転マニュアルをどのように適用したかということが、

１号から３号まで細かく、だいたい６０ページずつ、時系列に出ているのです。ですから

検証も何も、それをまず検証しないといけない。しかし、この本文を見ても、それを検証

したということがどこにもなくて、ただぽんと一つ、参考文献に載っているだけなのです。

東京電力ホールディングスは徴候ベース、本文の４４ページにチャートを載せていますけ

れども、東京電力ホールディングスが適用状況のところで、１号から３号まで全部合わせ

て２００ページになるのですけれども、その中で、運転中にＥＯＰ（徴候ベース）を使っ

た、あるいはそれを判断したということは一つも書いていないのです。ところが今回、突

然にＥＯＰが出てきています。これは、事故の半年後に経済産業省から出てきたをよく見

たら、非常に細かく、時系列的に、このように適用しましたということが書いてあるわけ

です。それを読んで、私たちの国会事故調の中で運転員の方に、当直長も含めて、どうい

う対応をしたのかということを聞いてもＥＯＰは１回も出ておりません。東京電力ホール
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ディングスの事故報告書などにもＥＯＰは出ていません。 

 ところが今回、検証したといって違う話が書かれている。これはどういう検証をしたの

だろうと。担当されている東京電力ホールディングスに伺いたいのですけれども、２０１

１年１０月２４日、経済産業省に東京電力ホールディングスが提出した分厚い資料。どの

ようにマニュアルを適用したかということですが、事故直後から、かなりの時間まで細か

く書かれています。これは県と共有されていますか。議論されたのかどうか。検証するの

だったら、この資料を徹底的に検証して、それは違うとか、こういうこともあったと書く

べきです、それは東京電力ホールディングスもやっただろうし、国会事故調もやったので

すが、その中では、単一事象で主蒸気隔離弁が閉じたと。それの対応をしているわけです。

４４ページのチャートに書かれているようなことは判断を要求することです。確かにスク

ラムをすると、それを１回、徴候ベースに入れるのです。この画でいうと、事故発生で徴

候ベースの導入条件が成立しているのです。これはその後、どちらへいったのですか。Ｙ

へいったのですか。徴候ベースが導入されているということでＹへいったら、このままシ

ビアアクシデントへ入ってしまうのだけれども、これはノーですよね。ということは、こ

のフローチャートでいくと、ＥＯＰがもう離れているのです。なおかつ、このフローチャ

ートの導入条件をやったケース以外ゼロです。 

 私たちが経済産業省の資料を元に国会事故調で話を聞いたのは、こういうことをやって

いる暇はない。非常に揺れているわけです。マニュアルにはこれが書いてあるけれども、

事故時に適用したかどうかで、全然別問題に対して突然これが書かれているわけです。こ

れは、東京電力ホールディングスが経済産業省に７年前に提出したものと矛盾しているわ

けです。私が思うのは、こんなものがいきなり出てきて、なぜこんなことをするのかとい

うと、田辺さんという昔、日本原子力研究開発機構にいらした方ですけれども、その方が、

ＥＯＰというものの判断をきちんとしていれば、２号、３号はもしかすると救われていた

可能性があるということを論文で書かれています。ＥＯＰを導入したので、田辺さんの話

が全部いらない、ヒアリングする必要がないということを断じているわけですけれども、

飛躍も甚だしい。それはそれでやらなければいけないと。 

 なぜここにＥＯＰが突然顔を出したのか。２０１１年１０月に東京電力ホールディング

スが国に出した文書と明らかに矛盾しているわけです。そこにＥＯＰを導入したなんてい

うのは１字もないのです。こういったものが平気で入ってくる。これはどういうことなの

でしょうか。これは東京電力ホールディングスが原案を立てられたと思うのですけれども、

合同検証委員会、県のほうでもきちんと情報を東京電力ホールディングスからもらって議

論しているのですか。ぜひ教えてください。 

 

（中島座長） 

 これは参考文献としてあがっているものですね。参考文献－２ですが、１号機における

事故時運転操作手順書の適用状況についてとか、２号機における、３号機におけると。 

 

（山内委員） 

 田中委員からご指摘のあった、国会事故調に関する資料は私どもは扱っておりません。 
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（田中委員） 

 国に東京電力ホールディングスが提出した資料です。２０１１年１０月２４日に出てい

ます。 

 

（佐藤委員） 

 概要版の１２ページにある文言は、東京電力ホールディングスが作文したのだろうとお

っしゃいましたけれども、これは実は、私がドラフトを作っております。ＥＯＰについて

ここで書いているのは、津波の襲来後はＥＯＰを使いませんでしたと。その直前まではそ

こそこ該当するところを運用していましたし、津波が発生した後も概念ですね、例えば電

気が必要だという場合に、車のバッテリーを集めて電気を確保しろなどというのは、もち

ろんＥＯＰにはないわけですけれども、一つの電気を確保するための応用として、現場で

機転を利かせて対応したと。結局、実行しませんでしたけれども、格納容器に水を張って

ベッセルを下から冷やすというアプローチも検討されたこともあったわけですけれども、

これなどもＥＯＰとうかＥＯＧのガイドラインのバージョンで書いている内容でありまし

て、それを応用しようと。あちこち使ええるところは概念として生かそうという試みはし

たというところを認めておりまして、津波襲来前、襲来後についてはＥＯＰが適用できな

くなったということを書いておりまして、田中委員がおっしゃったことと、その点では食

い違いはないのではないかと思います。 

 ２０１１年１０月２４日の東京電力ホールディングスが出したという文書を精査したか

ということについては、やっておりません。我々の委員会としては、相当な項目があって、

つぶしていかなければいけないマトリックスが何十項目もあって、その中でマニュアルの

問題の位置づけが、ここの大きなテーマは、なぜメルトダウンを言わなかったのかと。こ

れがトップにあるわけです。マニュアルが使われていたらどう変わっていかというような

ところは、若干、スピンオフ気味のテーマだったと。議論しなければいけない項目がたく

さんある中で、すべて平等に議論すべきなのでしょうけれども、２０１１年１０月２４日

付けで出されている文書を特に取り上げて、マニュアルに沿って、何が起きていたのかと

か、そういった検証まで深入りしなかったというのが事実です。 

 これは田中委員に補足していただければありがたいのですけれども、実際に何かできた

と、田中委員ご自身はお考えですか。 

 

（田中委員） 

 それは別問題です。佐藤さんからの釈明を伺いたいのではなく、これは東京電力ホール

ディングスが担当としてやられているわけです。東京電力ホールディングスご自身が作っ

た文章はどういうものかというと、４４ページにそのものずばりの名称で公式文書が出て

いるのです。検証する必要なんかないのです。事故時運転操作マニュアルがどのように適

用されたかというのは、参考文献－２の下に、「東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子

力発電所１号機における事故時運転操作手順書の適用条件について（平成２３年１０月）」

に書かれています。事故から半年後です。その下は２号、その下は３号です。各６０ペー
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ジずつくらいあります。ＥＯＰはこれらの文書のどこにも出てこない。１回も出てきませ

ん。 

 

（中島座長） 

 下のページで参考文献－２と書いてあるページですね。 

 

（田中委員） 

 東京電力ホールディングスは検証するというのだけれども、始めるのはまずそこからで

しょう。東京電力ホールディングスがご自分で国に出した公式文書に間違いがないかどう

か。このとおりになるかどうか。そうすると、そこにＥＯＰというのは適用しなかったこ

とが明確に分かるわけです。もちろん津波以降ですが、津波以降は吉田さんがおっしゃっ

ているように、先ほどのフローチャート、あんなものでいちいち計る暇がないと。だから

アドリブでやりましたという明言があるわけです。そうすると、反省しなければならない

というのは、そこのところからきちんとやっていなければならないわけです。検証するな

らそれをやってほしかったのです。もし、２０１１年１０月に出した東京電力ホールディ

ングスの文書に齟齬があるなら、それを改訂すればいいことです。多分、全然違うことを

勝手にやっているのです。佐藤さんや立石先生、山内先生が当然、それらの文書に関して

は知識を持たない可能性が高いわけですから、合同検証委員会で話をするときには、県と

この情報をまず共有して議論に入らないとだめだと思うわけです。 

 運転マニュアルは全部公開されていますけれども、そちらを読むと、２００２年になっ

てシビアアクシデントに対するマニュアルを作っているわけです。その中に、スリーマイ

ル島原子力発電所での事故の経験などを入れて、ものによって違うのですけれども、２７

回くらい改定し続けているわけです。けっこういいものになっています。そういういいも

のを作っていても見なかったという問題があるわけです。柏崎刈羽原子力発電所のときに

も同じように、いいものを作っているかもしれない。学習したようなことも書いているか

もしれない。しかし、それがパニックでアドリブの世界に入ってしまうのではないかとい

うことを懸念するわけです。メルトダウンの場合もそう、これもそう、ある意味では本当

にいいものを作っていたのだけれども、それが適用されない。そこのところは一体どうだ

ったのだろうとかと、問題を検証してほしかったのです。 

 ２０１１年１０月に国に提出された文書マニュアルのことを、東京電力ホールディング

スが話さなければ県側は知るわけがないのです。７年前のことですので。なぜ、合同検証

するといったときに、東京電力ホールディングスは情報を提供していないのか。ここから

スタートしようという話にならないのか。これは東京電力ホールディングスの非が非常に

大きいと思います。そこのところをお答えいただきたい。 

 

（鈴木（元）委員） 

 田中委員がおっしゃるのは、東京電力ホールディングスの運転員はＥＯＰなど全然見て

いなかったと。アドリブでやっていたのだろうと。それにもかかわらず、この文章を見る

と、あたかも東京電力ホールディングスが最初からＥＯＰに従ってやっていたかのような
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書き方になっていると。それはおかしいという意味ですね。 

 

（田中委員） 

 本質的な問題はそこにあるわけではなくて、これ（合同検証委員会の最終報告書）を最

初に見たときに、文書改ざんだと思ったわけです。大事なことは、マニュアルを作ったら

それを参照して見ていくという習慣がないのではないかということ。私は田辺さんの論文

を読んで、こういう論文が出てますよと（技術委員会で）言った。まさに徴候ベースの判

断をしていないという問題を指摘した田辺論文が４つあってそれを提出いたしました。し

かし、その意図を全然酌んでくれていないじゃないですか。 

 

（中島座長） 

 ４３ページのところの流れでは、直接的にマニュアルを見ながらやっているという記載

はなくて、実際の事故対応操作で実際の操作内容と手順書を照らし合わせると、ＥＯＰの

スクラムに従って対応しているといった記載にはなっているかと思うのですけれども、そ

ういう理解でいいのか。あるいは先ほど田中委員が言われた、２０１１年に原子力安全・

保安院に出された報告書の記載内容に明らかな齟齬があるのか。そこを確認していただけ

ればと思いますが、今、回答できるのであればお願いしますが、難しければ時間をとって、

次のときにでもいいのですけれども、東京電力ホールディングスから何かコメンといただ

けますか。 

 

（東京電力ＨＤ：村野原子力運営管理部長） 

 東京電力ＨＤの村野です。 

 ご指摘いただいた参考資料は、合同検証委員会では共有されていないということです。

佐藤委員にお作りいただいたドラフトの段階でも、これは新潟県と東京電力ホールディン

グスとの合同検証委員会ですので、我々も責任を持ってしなければいけないということな

ので、そこは責任を持って回答しなければいけないと思っています。ただ、先ほどの参考

文献の資料の中の記載と、今回の報告書の中の記載に齟齬があるかどうかについては、持

ち帰って確認をさせていただきたいと思います。ここで確認をしないままお答えして、違

う問題が発生してもまずいと思いますので、それは後ほど回答させていただきたいと思い

ます。 

 

（田中委員） 

 なぜ東京電力ホールディングスが、自ら作った公式文書、運転マニュアルをどのように

適用をしたかという文書、こんなに厚いのです。それが出ている。（2011 年）９月に最初

に出たときは、のり弁状態の真っ黒な文書でした。新聞にも大々的に出ました。それほど

有名になった運転マニュアルです。当時の民主党の経済産業省の枝野大臣がのり弁を取っ

てきちんと出せと言って、大きな社会問題になりました。そして出てきたのが１０月２４

日の文書です。細かくいうと、２１日、２２日、２３日、２４日と分けて出てきているの

ですけれども、公式には２４日になっていると思います。２４日に出てきた文書にはＥＯ
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ＰのＥの字もない。徴候ベースの徴の字もありません。左側に何時何分にスクラムがかか

ったと。すぐにＡＯＰを適用と書いてあります。それを見ていないというのは信じられな

いわけです。東京電力ホールディングスは知っているわけでしょう。全く力が入っていな

いのです。ほかのところに一生懸命力を入れていているのだけれども、ここのところは何

もやっていない。それでいながら、田辺論文もばっさり切っているわけです。誤解を招い

てはいけないのですけれども、先ほどのチャートはマニュアルにきちんと記載されていま

す。しかし、それを適用したかどうかという話は別です。 

 

（東京電力ＨＤ：村野原子力運営管理部長） 

 確かに合同検証委員会の中では共有して議論したということではないのですが、我々が

この報告書を作るときには参照しながらやっています。その辺の解釈を明確にさせていた

だければと思います。 

 

（中島座長） 

 しっかり確認していただいて、次回に報告をお願いいたします。 

 

（東京電力ＨＤ：村野原子力運営管理部長） 

 了解いたしました。 

 

（中島座長） 

 この報告について、ほかにご質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項は終了します。今日の議事はすべて終了だと思いますので、以上を

もちまして、本日の技術委員会は終了させていただきます。事務局、お願いいたします。 

 

（事務局） 

 今後の委員会の日程等につきましては、改めて調整させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 最後に、熊倉防災局長からごあいさつを申し上げます。 

 

（熊倉防災局長） 

 今日は長時間にわたりご議論いただきまして、大変ありがとうございました。前段の原

子力規制庁の審査内容につきましては、先ほど座長からもお話がありましたとおり、何か

お気づきの点があれば事務局にお送りいただき、原子力規制庁とその点について確認をし

たいと思います。今ほどの合同検証委員会の対応ですが、まさに今回の報告書の中でも情

報共有、組織の中での情報共有というのは大きな課題となっている中で、その部分につい

て不十分なことがあっとすれば、これは大きな話だと思いますので、そこはしっかり確認

して、東京電力ホールディングスからお聞かせいただきたいと思います。 

 皆さん、今日は長時間にわたりご議論いただきまして、大変ありがとうございました。 
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（事務局） 

 本日の技術委員会は閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 


